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第５章 環境影響評価 

 

１ 地球環境 

１．１ 温室効果ガス 

 

（１）現況調査 

地域内のエネルギー資源の状況については、計画地及びその周辺地域において、地

域冷暖房事業等は実施されていない。 

 

（２）予 測 

標準的なエネルギー使用量の合計は、約 133,097,860MJ/年と予測する。 

本事業の温室効果ガス排出量は、約 5,623.6t－CO2/年、標準的な温室効果ガスの排

出量は、約 6,281.1t－CO2/年、温室効果ガスの排出削減量は、約 657.5t－CO2/年であ

り、標準的な温室効果ガスの排出量と比較すると、その削減の程度は約 10.5％と予測

する。 

 

（３）評 価 

本事業の実施にあたっては、温室効果ガスの排出量の削減対策を講じる計画であり、

本事業の温室効果ガス排出量は、約 5,623.6t－CO2/年、標準的な温室効果ガスの排出

量は、約 6,281.1t－CO2/年、温室効果ガスの排出削減量は、約 657.5t－CO2/年であり、

標準的な温室効果ガスの排出量と比較すると、その削減の程度は約 10.5％と予測する。 

本事業では、計画建物については断熱性能に優れた部材の採用や冷房効率に配慮し

た構造を検討するとともに、冷暖房施設及び給湯の設備機器等は極力最新の省エネル

ギー型の設備を選定するなど、環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、温室効果ガスの排出量抑制が図られるものと評価する。 
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２ 大 気 

２．１ 大気質 

 

（１）現況調査 

ア 既存資料調査 

令和 3 年度の宮前測定局及び宮前平駅前測定局における大気質の測定結果は、表 5.2.1

－1 (1)・(2)に示すとおりである。 

二酸化窒素濃度及び浮遊粒子状物質濃度の長期的評価及び短期的評価は、両測定局と

もに環境基準を達成している。 

 

表 5.2.1－1 (1) 二酸化窒素濃度の測定結果（令和 3 年度） 

測定局名 

有効測定 
日数 

年平均値 
日平均値の 
年間 98%値 

環境基準値に適合した 
日数とその割合 環境基準＊ 

評価 
日 ppm ppm 日 % 

宮前 364 0.012 0.030 364 100 ○ 

宮前平駅前 360 0.016 0.032 360 100 ○ 

＊：環境基準の評価は、日平均値の年間 98%値が 0.06ppm 以下の場合を環境基準の「達成」と評価し、○で表示した。 
出典：「令和 3 年度 大気環境及び水環境の状況等について」（令和 4 年 7 月、川崎市） 

 

表 5.2.1－1 (2) 浮遊粒子状物質濃度の測定結果（令和 3 年度） 

測定局名 

有効

測定

日数 
年平均値 

環境基準評価 
長期的評価*1 短期的評価*2 

日平均値の

2%除外値 

日平均値が

0.10mg/m3 
を超えた 

日数が 2 日 
以上連続の 
有無と回数 

評価 

1 時間値が

0.20mg/m3

を超えた時

間数とその

割合 

日平均値が 
0.10mg/m3 

を超えた 
日数とその 

割合 

評価 

日 mg/m3 mg/m3 有無 回 時間 % 日 % 

宮前 360 0.012 0.025 無 0 ○ 0 0 0 0 ○ 

宮前平駅前 359 0.013 0.028 無 0 ○ 0 0 0 0 ○ 

＊1：環境基準の長期的評価は、次の①及び②に適合した場合、「達成」と評価し、○で表示した。 
①日平均値の 2%除外値が 0.10 mg/m3 以下、②日平均値が 0.10 mg/m3 を超えた日が 2 日以上連続しないこと。 

＊2：環境基準の短期的評価は、次の①及び②の両方に適合した場合、「達成」と評価し、○で表示した。 
①1 時間値が 0.20mg/m3 以下、②日平均値が 0.10 mg/m3 以下。 

出典：「令和 3 年度 大気環境及び水環境の状況等について」（令和 4 年 7 月、川崎市） 

 

イ 現地調査 

計画地における調査結果は、表 5.2.1－2 (1)・(2)に示すとおりである。 

二酸化窒素濃度の日平均値について、環境基準と比較すると、測定期間中は環境基準

を満足している。浮遊粒子状物質濃度の日平均値及び 1 時間値について、環境基準と比

較すると、測定期間中の日平均値、1 時間値ともに環境基準を満足している。 
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表 5.2.1－2 (1) 二酸化窒素濃度の測定結果 

調査地点 時期 

期間 
平均値 

１時間値

の最高値 
日平均値の

最高値 

日平均値が 0.04ppm 以

上 0.06ppm 以下の日数

とその割合 

日平均値が 0.06ppm を

超えた日数とその割合 

ppm ppm ppm 日 % 日 % 

計画地内 

冬季 0.022 0.060 0.030 0 0.0 0 0.0 

春季 0.011 0.030 0.017 0 0.0 0 0.0 

夏季 0.009 0.027 0.015 0 0.0 0 0.0 

秋季 0.018 0.041 0.028 0 0.0 0 0.0 

表 5.2.1－2 (2) 浮遊粒子状物質濃度の測定結果 

調査地点 時期 

期間 

平均値 

1 時間値

の最高値 

日平均値

の最高値 

1 時間値が 0.20mg/m3 を

超えた時間数とその割合 

日平均値が 0.10mg/m3

を超えた日数とその割合 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 時間 % 日 % 

計画地内 

冬季 0.017 0.039 0.022 0 0.0 0 0.0 

春季 0.015 0.033 0.019 0 0.0 0 0.0 

夏季 0.012 0.038 0.013 0 0.0 0 0.0 

秋季 0.011 0.027 0.019 0 0.0 0 0.0 

（２）予 測 

ア 予測時期 

予測時期は、表 5.2.1－3 に示すとおりである。 

表 5.2.1－3 予測時期 

予測項目 予測時期 備 考 

建設機械の稼働 

長期予測 
工事開始後 6～17 ヶ月目 駅前街区 1 年間 

工事開始後 58～69 ヶ月目 北街区 1 年間 

短期予測 

工事開始後 1～5 ヶ月目 駅前街区夜間工事 

工事開始後 7～11 ヶ月目 駅前街区解体工事 

工事開始後 12～14 ヶ月目 駅前街区建設工事 

工事開始後 60～61 ヶ月目 北街区解体工事 

工事開始後 63、67～69 ヶ月目 北街区建設工事（浮遊粒子状物質排出量最大時期） 

工事開始後 94～95 ヶ月目 北街区建設工事（窒素酸化物排出量最大時期） 

工事開始後 98 ヶ月目 北街区夜間工事 

工事用車両の走行 長期予測 工事開始後 19～21 ヶ月目 
交通条件は、工事用車両のピーク日が 1 年間続く

ものと想定する。 

施設関連車両の走行 長期予測 供用時（令和 15 年） 1 年間（交通条件は平日及び休日を考慮した） 

駐車場の利用 長期予測 供用時（令和 15 年） 1 年間（交通条件は平日及び休日を考慮した） 

冷暖房施設等の設置 
長期予測 供用時（令和 15 年） 1 年間（365 日稼動） 

短期予測 供用時（令和 15 年） 1 時間 
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イ 予測結果 

（ア）建設機械の稼働に伴う大気質 

ａ 二酸化窒素 

長期予測については、表 5.2.1－4 に示すとおり、最大付加濃度は、駅前街区の工

事開始後 6～17 ヶ月目で 0.0050ppm、バックグラウンド濃度を含めた将来予測濃度

は 0.0230ppm、付加率は 22%、日平均値の年間 98%値は 0.043ppm となり、環境

保全目標（0.06ppm 以下）を満足すると予測する。 

短期予測については、付加濃度の最大値は、工事開始後 12～14 ヶ月目（駅前街

区建設工事）の風向東南東の 0.1786ppm、バックグラウンド濃度を含めた将来予測

濃度は 0.1996ppm となり、環境保全目標（0.2ppm 以下）を満足すると予測する。 

 

表 5.2.1－4 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素予測結果（長期予測） 

予測時期 工区 
建設機械による 
最大付加濃度 

（ppm） 

バックグラウンド 
濃度（ppm） 

将来予測 
濃度 

（ppm） 

付加率 
（%） 

日平均値の 
年間 98%値 

（ppm） 

環境保全 
目標 

（ppm） 
工事開始後 

6～17 ヶ月目 
駅前街区 0.0050 

0.018 

0.0230 22% 0.043 

0.06 以下 
工事開始後 

58～69 ヶ月目 
北街区 0.0042 0.0222 19% 0.042 

 

ｂ 浮遊粒子状物質 

長期予測については、表 5.2.1－5 に示すとおり、最大付加濃度は、駅前街区の工

事開始後 6～17 ヶ月目で 0.0018mg/m3、バックグラウンド濃度を含めた将来予測濃

度は 0.0178mg/m3、付加率は 10%、日平均値の年間 2%除外値は 0.043mg/m3 とな

り、環境保全目標（0.10 mg/m3 以下）を満足すると予測する。 

短期予測については、付加濃度の最大値は、工事開始後 7～11 ヶ月目（駅前街区

解体工事）の風向西の 0.0621mg/m3、バックグラウンド濃度を含めた将来予測濃度

は 0.0771mg/m3 となり、環境保全目標（0.20 mg/m3 以下）を満足すると予測する。 

 

表 5.2.1－5 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質予測結果（長期予測） 

予測時期 工区 
建設機械による 
最大付加濃度 

（mg/m3） 

バックグラウンド 
濃度（mg/m3） 

将来予測 
濃度 

（mg/m3） 

付加率 
（%） 

日平均値の 
年間 98%値 

（mg/m3） 

環境保全 
目標 

（mg/m3） 
工事開始後 

6～17 ヶ月目 
駅前街区 0.0018 

0.016 

0.0178 10% 0.043 

0.10 以下 
工事開始後 

58～69 ヶ月目 
北街区 0.0016 0.0176 9% 0.043 
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（イ）工事用車両の走行に伴う大気質 

ａ 二酸化窒素 

工事用車両の走行に伴う付加濃度の最大値は 0.00021ppm、将来予測濃度に対す

る付加率の最大は 1.1%、将来予測濃度の最大値は 0.01903ppm、将来予測濃度を日

平均値の年間 98%値に換算した最大値は 0.039ppm となり、環境保全目標（0.06ppm

以下）を満足すると予測する。 

ｂ 浮遊粒子状物質 

工事用車両の走行に伴う付加濃度の最大値は 0.00001mg/m3、将来予測濃度に対

する付加率の最大は 0.1%、将来予測濃度の最大値は 0.01606mg/m3、将来予測濃度

を日平均値の 2%除外値に換算した最大値は 0.039mg/m3 となり、環境保全目標

（0.10 mg/m3 以下）を満足すると予測する。 

 

（ウ）施設関連車両の走行に伴う大気質 

ａ 二酸化窒素 

施設関連車両の走行に伴う付加濃度の最大値は 0.00013ppm、将来予測濃度に対

する付加率の最大は 0.7%、将来予測濃度の最大値は 0.01886ppm、将来予測濃度を

日平均値の年間 98%値に換算した最大値は 0.038ppm となり、環境保全目標

（0.06ppm 以下）を満足すると予測する。 

ｂ 浮遊粒子状物質 

施設関連車両の走行に伴う付加濃度の最大値は 0.00001mg/m3、将来予測濃度に

対する施設関連車両の付加率の最大は 0.1% 、将来予測濃度の最大値は

0.01605mg/m3、将来予測濃度を日平均値の 2%除外値に換算した最大値は

0.039mg/m3 となり、環境保全目標（0.10 mg/m3 以下）を満足すると予測する。 

 

（エ）駐車場の利用に伴う大気質 

ａ 二酸化窒素 

駐車場の利用に伴う付加濃度の最大値は 0.00003ppm、バックグラウンド濃度

を含めた将来予測濃度は 0.01803ppm、将来濃度に対する付加率は 0.2%、将来予

測濃度を日平均値の年間 98%値に換算した最大値は 0.037ppm となり、環境保全

目標（0.06ppm 以下）を満足すると予測する。 

ｂ 浮遊粒子状物質 

駐車場の利用に伴う付加濃度の最大値は、0.00001mg/m3、バックグラウンド濃

度を含めた将来予測濃度は 0.01601 mg/m3、将来濃度に対する付加率は 0.1%、将

来予測濃度を日平均値の 2％除外値に換算した最大値は 0.039mg/m3 となり、環

境保全目標（0.10 mg/m3 以下）を満足すると予測する。 
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（オ）冷暖房施設等の設置に伴う大気質 

長期予測については、冷暖房施設等の設置に伴う地上 1.5m における付加濃度の最

大値は、0.000143ppm、バックグラウンド濃度を含めた将来予測濃度の最大値は

0.01814ppm、将来予測濃度に対する付加率の最大は 0.8%、将来予測濃度を日平均値

の年間 98%値に換算した最大値は 0.038ppm、4F 高さ（地上 10.5m）における付加

濃度の最大値は 0.006050ppm、バックグラウンド濃度を含めた将来予測濃度は

0.02405ppm、付加率は 25.2%、日平均値の年間 98%値は 0.045ppm となり、環境保

全目標（0.06ppm 以下）を満足すると予測する。 

短期予測については、冷暖房施設等の設置に伴う地上 1.5m における付加濃度の最

大値は、一般的な気象条件では 0.00323ppm、ダウンウォッシュ時は 0.00276ppm、

ダウンドラフト時は 0.01898ppm と予測する。各階高さにおける付加濃度の最大値は、

一般的な気象条件（5F 高さ：地上 13.5m）では 0.12032ppm、ダウンウォッシュ時（3F

高さ：地上 7.5m）は 0.07107ppm、ダウンドラフト時（2F 高さ：地上 4.5m）は

0.01909ppm と予測する。 

地上 1.5m におけるバックグラウンド濃度を含めた将来予測濃度の最大値は、一般

的な気象条件では 0.023ppm、ダウンウォッシュ時は 0.012ppm、ダウンドラフト時

は 0.036ppm、各階高さにおける将来濃度の最大値は、一般的な気象条件では

0.137ppm、ダウンウォッシュ時は 0.080ppm、ダウンドラフト時は 0.036ppmとなり、

環境保全目標（0.2ppm 以下）を満足すると予測する。 

 

（３）評 価 

ア 建設機械の稼働に伴う大気質 

長期予測濃度の最大値は、二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）が 0.043ppm で、環

境保全目標（0.06ppm 以下）を満足し、浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）が

0.043g/m3 で、環境保全目標（0.10mg/m3 以下）を満足すると予測する。 

また、短期予測濃度の最大値は、二酸化窒素（1 時間値）が 0.1996ppm で、環境保全

目標（0.2ppm 以下）を満足し、浮遊粒子状物質（1 時間値）が 0.0771mg/m3 で、環境

保全目標（0.20mg/m3 以下）を満足すると予測する。 

工事の実施にあたっては、施工計画を十分に検討し、集中稼働を回避するなどの環境

保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の大気質に著しい影響を及ぼすことはないと評価する。 

 

イ 工事用車両の走行に伴う大気質 

長期予測濃度の最大値は、二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）が 0.039ppm で、環

境保全目標（0.06ppm 以下）を満足し、浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）が

0.039mg/m3 で、環境保全目標（0.10mg/m3 以下）を満足すると予測する。 

工事の実施にあたっては、工事用車両が特定の日または時間帯に集中しないよう、計

画的な運行管理を徹底するなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、道路沿道の大気質に著しい影響を及ぼすことはないと評価する。 
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ウ 施設関連車両の走行に伴う大気質 

施設関連車両の走行に伴う長期予測濃度の最大値は、二酸化窒素（日平均値の年間 98%

値）が 0.038ppm で、環境保全目標（0.06ppm 以下）を満足し、浮遊粒子状物質（日平

均値の年間 2%除外値）が 0.039mg/m3 で、環境保全目標（0.10mg/m3 以下）を満足する

と予測する。 

本事業の実施にあたっては、施設関連車両（搬出入車両）に対し、急発進、急加速を

行わないなど、エコドライブの実施を促すなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、道路沿道の大気質に著しい影響を及ぼすことはないと評価する。 

 

エ 駐車場の利用に伴う大気質 

駐車場の利用に伴う長期予測濃度の最大値は、二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）

が 0.037ppm で、環境保全目標（0.06ppm 以下）を満足し、浮遊粒子状物質（日平均値

の年間 2%除外値）が 0.039mg/m3 で、環境保全目標（0.10mg/m3 以下）を満足すると予

測する。 

本事業の実施にあたっては、換気設備が正常に稼働するよう、定期的な点検を行うな

どの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺環境に著しい影響を及ぼすことはないと評価する。 

 

オ 冷暖房施設等の設置に伴う大気質 

冷暖房施設の稼働に伴う二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）の長期予測濃度の最大

値は、地上 1.5m において 0.038ppm、4F 高さ（地上 10.5m）において 0.045ppm で、

環境保全目標（0.06ppm 以下）を満足すると予測する。短期予測濃度の最大値は、地上

1.5m において一般的な気象条件が 0.023ppm、ダウンウォッシュ時が 0.012ppm、ダウ

ンドラフト時が 0.036ppm、各階高さにおいて一般的な気象条件（5F 高さ：地上 13.5m）

が 0.137ppm、ダウンウォッシュ時（3F 高さ：地上 7.5m）が 0.080ppm、ダウンドラ

フト時（2F 高さ：地上 4.5m）が 0.036ppm で、環境保全目標（0.2ppm 以下）を満足

すると予測する。 

本事業の実施にあたっては、「環境への負荷の低減に関する指針」（川崎市）に示され

ている、燃料として都市ガスを使用し、熱効率の高い機器（低 NOx 型）を選定するな

どの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺環境に著しい影響を及ぼすことはないと評価する。 
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３ 騒音・振動・低周波音 

３．１ 騒 音 

 

（１）現況調査 

調査地点は図 5.3.1－1 に、等価騒音レベルの調査結果と環境基準の対比は、表 5.3.1－

1 に示すとおりである。 

道路交通騒音を対象とした No.1～9 地点のうち、No.1、2、3、6 及び 9 地点は、平日

休日ともに環境基準値を上回っており、No.7 地点は平日夜間で環境基準値を上回ってい

る。 

環境騒音を対象とした No.A 地点は、平日夜間で環境基準値を上回っている。 

 

表 5.3.1－1 等価騒音レベル調査結果       単位：dB 

No. 対象 
用途 
地域 

道路 
類

型 
平･休 

等価騒音 
レベル 
（LAeq） 

環境基準 

昼間 夜間 昼間 夜間 

1 道路交通 
第一種低層

住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 64 60 
60 55 

休日 64 58 

2 道路交通 
第一種低層

住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 62 57 
60 55 

休日 62 56 

3 道路交通 
第一種中高

層住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 65 61 
60 55 

休日 64 60 

4 道路交通 商業 市道 2 車線 C 
平日 65 60 

65 60 
休日 65 59 

5 道路交通 商業 市道 2 車線 C 
平日 63 59 

65 60 
休日 62 58 

6 道路交通 
第一種低層

住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 66 62 
60 55 

休日 65 61 

7 道路交通 第二種住居 市道 2 車線 B 
平日 65 61 

65 60 
休日 65 60 

8 道路交通 第二種住居 市道 2 車線 B 
平日 59 55 

65 60 
休日 58 54 

9 道路交通 
第二種中高

層住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 64 60 
60 55 

休日 63 58 

A 環境 商業 － C 
平日 56 52 

60 50 
休日 55 50 

注 1：昼間：6～22 時、夜間：22～6 時 

注 2：    は、環境基準を非達成の値。 
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図 5.3.1－1 騒音・振動調査地点及び予測地点位置図 
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（２）予 測 

ア 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測結果は、表 5.3.1－2 に示すとおりである。 

計画地境界付近における最大値は、工事開始後 98 ヶ月目（北街区夜間工事）の計画

地北側境界付近において 79dB となり、環境保全目標（85dB 以下）を満足すると予測

する。 

表 5.3.1－2 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測結果 

予測時期 工種 計画地境界付近における最大値 環境保全目標 

1～5 ヶ月目 駅前街区夜間工事 75 

85 以下 

7～11 ヶ月目 駅前街区解体工事 69 

15～17 ヶ月目 駅前街区建設工事 72 

60～61 ヶ月目 北街区解体工事 56 

94～95 ヶ月目 北街区建設工事 73 

98 ヶ月目 北街区夜間工事 79* 

*：最大値を示す。 

 

イ 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果は、表 5.3.1－3(1)・(2)に示すとお

りである。 

昼間における工事中交通量による等価騒音レベル（工事開始後 19～21 ヶ月目）は

60～66dB となり、増加分は 0.1～1.7dB と予測する。なお、工事用車両による増加分

の最大は、No.8 地点の東側で 1.7dB と予測する。 

No.1、4 地点の両側及び No.7 地点の東側で環境保全目標（昼間：60dB または 65dB

以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保全目標を上回ってい

るか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における工事用車両の走行による増加分

は 0.1～0.7dB と予測する。 

夜間における工事中交通量による等価騒音レベル（工事開始後 63 ヶ月目）は 55～

61dB となり、増加分は 0.1～0.4dB と予測する。なお、工事用車両による増加分の最

大は、No.8 地点の東側で 0.4dB と予測する。 

No.4 地点の西側及び No.7 地点の両側で環境保全目標（夜間：60dB 以下）を上回る

が、将来基礎交通量（駅前街区施設関連車両を含む）による騒音レベルが既に環境保全

目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における工事用車両の

走行による増加分は 0.1dB と予測する。 
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表 5.3.1－3(1)  工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果（昼間、19～21 ヶ月目） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

将来基礎交通量 
による 

等価騒音レベル 

工事中交通量 
による 

等価騒音レベル 

工事用車両 
による増加

分 

環境 
保全 
目標 

1 
西側 

昼間 

64 （64.0） 64 （64.2） 0.2 
60 

東側 64 （64.0） 64 （64.1） 0.1 

4 
西側 65 （65.3） 66 （66.0） 0.7 

65 
東側 65 （65.1） 66 （65.8） 0.7 

5’ 
南側 64 （63.8） 65 （64.9） 1.1 

65 
北側 64 （64.3） 65 （65.2） 0.9 

7 
西側 65 （65.1） 65 （65.4） 0.3 

65 
東側 65 （65.3） 66 （65.7） 0.4 

8 
東側 60 （60.1） 62 （61.8） 1.7 

65 
西側 59 （58.8） 60 （60.4） 1.6 

注 1：昼間：6～22 時 

注 2：等価騒音レベルは、昼間（6～22 時）の平均値を示す。 

注 3：    は、環境保全目標を非達成の値。 

注 4：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 

 

表 5.3.1－3(2)  工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果（夜間、63 ヶ月目） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

将来基礎交通量

（駅前街区施設

関連車両を含

む）による 
等価騒音レベル 

①＋② 

 
工事中交通量 

による 
等価騒音レベル 

 
①＋②＋③ 

 
工事用車両 
による増加

分 
 
 
 

環境 
保全 
目標 

4 
西側 

夜間 

61 （60.5） 61 （60.6） 0.1 
60 

東側 60 （60.2） 60 （60.3） 0.1 

7 
西側 61 （60.5） 61 （60.6） 0.1 

60 
東側 61 （60.6） 61 （60.7） 0.1 

8 
東側 56 （55.9） 56 （56.3） 0.4 

60 
西側 54 （54.3） 55 （54.6） 0.3 

注 1：夜間：22～6 時 

注 2：等価騒音レベルは、夜間（22～6 時）の平均値を示す。 

注 3：    は、環境保全目標を非達成の値。 

注 4：No.1 及び No.5’は夜間（22～6 時）に工事用車両が走行しないため、予測地点から除外した。 

注 5：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 
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ウ 施設関連車両の走行に伴う道路交通騒音 

平日における供用時交通量による等価騒音レベルは 55～67dB の範囲となり、増加

分は 0.0～1.4dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地点東

側の昼間で 1.4dB と予測する。 

昼間は No.1、2、3、4、6、9 地点の両側、No.7 地点の東側で環境保全目標（昼間：

60dB または 65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保

全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における施設関連車

両の走行による増加分は 0.1～0.6dB と予測する。 

また、夜間は No.1、2、3、6、7、9 地点の両側、No.4 地点の西側で環境保全目標

（夜間：55dB または 60dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既

に環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における施

設関連車両の走行による増加分は 0.0～0.3dB と予測する。 

休日における供用時交通量による等価騒音レベルは 53～66dB の範囲となり、増加

分は 0.0～1.4dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地点東

側の昼間で 1.4dB と予測する。 

昼間は No.1、2、3、6、9 地点の両側及び No.4 地点の西側で環境保全目標（昼間：

60dB または 65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保

全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における施設関連車

両の走行による増加分は 0.2～0.8dB と予測する。 

夜間は No.1、2、3、6、9 地点の両側で環境保全目標（夜間：55dB）を上回るが、

将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保全目標を上回っており、環境保全目標を

上回る地点における施設関連車両の走行による増加分は 0.0～0.4dB と予測する。 

 

エ 冷暖房施設等の設置に伴う騒音 

計画地境界付近における最大値は昼間及び夜間ともに計画地東側境界付近に出現し、

昼間は 44dB、夜間は 40dB となり、環境保全目標（昼間：60dB 以下、夜間：50dB 以

下）を満足すると予測する。 
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（３）評 価 

ア 建設機械の稼働 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの最大値は、工事開始後 98 ヶ月目（北街区夜間工

事）の計画地北側境界付近において 79dB となり、環境保全目標（85dB 以下）を満足

すると予測する。 

工事の実施にあたっては、可能な限り、最新の低騒音型建設機械を使用するなどの環

境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

 

イ 工事用車両の走行 

昼間における工事中交通量による等価騒音レベル（工事開始後 19～21 ヶ月目）は

60～66dB となり、増加分は 0.1～1.7dB と予測する。なお、工事用車両による増加分

の最大は、No.8 地点の東側で 1.7dB と予測する。 

No.1、4 地点の両側及び No.7 地点の東側で環境保全目標（昼間：60dB または 65dB

以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保全目標を上回ってい

るか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における工事用車両の走行による増加分

は 0.1～0.7dB と予測する。 

夜間における工事中交通量による等価騒音レベル（工事開始後 63 ヶ月目）は 55～

61dB となり、増加分は 0.1～0.4dB と予測する。なお、工事用車両による増加分の最

大は、No.8 地点の東側で 0.4dB と予測する。 

No.4 地点の西側及び No.7 地点の両側で環境保全目標（夜間：60dB 以下）を上回る

が、将来基礎交通量（駅前街区施設関連車両を含む）による騒音レベルが既に環境保全

目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における工事用車両の

走行による増加分は 0.1dB と予測する。 

工事の実施にあたっては、工事用車両が特定の日や時間帯に集中し、路上に待機する

ことがないよう、計画的な運行管理を徹底するなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

 

ウ 施設関連車両の走行 

平日における供用時交通量による等価騒音レベルは 55～67dB の範囲となり、増加

分は 0.0～1.4dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地点東

側の昼間で 1.4dB と予測する。 

昼間は No.1、2、3、4、6、9 地点の両側、No.7 地点の東側で環境保全目標（昼間：

60dB または 65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保

全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における施設関連車

両の走行による増加分は 0.1～0.5dB と予測する。 

また、夜間は No.1、2、3、6、7、9 地点の両側、No.4 地点の西側で環境保全目標

（夜間：55dB または 60dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既

に環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における施

設関連車両の走行による増加分は 0.0～0.3dB と予測する。 
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休日における供用時交通量による等価騒音レベルは 53～66dB の範囲となり、増加

分は 0.0～1.4dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地点東

側の昼間で 1.4dB と予測する。 

昼間は No.1、2、3、6、9 地点の両側及び No.4 地点の西側で環境保全目標（昼間：

60dB または 65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保

全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における施設関連車

両の走行による増加分は 0.2～0.8dB と予測する。 

夜間は No.1、2、3、6、9 地点の両側で環境保全目標（夜間：55dB）を上回るが、

将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保全目標を上回っており、環境保全目標を

上回る地点における施設関連車両の走行による増加分は 0.0～0.4dB と予測する。 

施設の供用にあたっては、施設関連車両（搬出入車両）に対し、急発進、急加速を行

わないなど、エコドライブの実施を促すなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

 

エ 冷暖房施設等の設置 

冷暖房施設等の稼働に伴う計画地境界付近における最大値は昼間及び夜間ともに計画

地東側境界付近に出現し、昼間は 44dB、夜間は 40dB となり、環境保全目標（昼間：

60dB 以下、夜間：50dB 以下）を満足すると予測する。 

冷暖房施設等の稼働にあたっては、施設等の整備・点検を徹底するなどの環境保全の

ための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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３．２ 振 動 

 

（１）現況調査 

調査地点は図 5.3.1－1 に、振動レベルの調査結果と道路交通振動と要請限度との対比

は、表 5.3.2－1 に示すとおりである。 

道路交通振動を対象とした No.1～9 地点は全地点で要請限度を下回っている。 

環境振動を対象とした No.A 地点は、昼間の時間帯平均値は 41～42dB、夜間の時間帯

平均値は 34～37dB である。 

人が振動を感じ始める「振動感覚閾値」は一般的に 55dB 程度といわれており、これに

よると、全地点、全時間区分にわたって振動感覚閾値以下である。 

表 5.3.2－1 振動レベル調査結果                  単位：dB 

No. 対象 用途地域 平･休 
振動レベル L10

＊ 
要請限度 

時間帯平均値 時間帯最高値 
昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

1 道路交通 
第一種低層 

住居専用 
平日 39 33 40 39 

65 60 
休日 37 30 38 36 

2 道路交通 
第一種低層 

住居専用 
平日 38 32 40 40 

65 60 
休日 38 30 39 38 

3 道路交通 
第一種中高 

層住居専用 
平日 38 34 40 40 

65 60 
休日 37 31 37 37 

4 道路交通 商業 
平日 43 38 45 45 

70 65 
休日 41 35 42 40 

5 道路交通 商業 
平日 40 35 41 40 

70 65 
休日 39 33 40 38 

6 道路交通 
第一種低層 

住居専用 
平日 44 38 45 44 

65 60 
休日 42 35 43 41 

7 道路交通 第二種住居 
平日 48 43 50 50 

65 60 
休日 46 40 48 45 

8 道路交通 第二種住居 
平日 41 39 43 43 

65 60 
休日 40 37 41 40 

9 道路交通 
第二種中高 

層住居専用 
平日 43 36 44 44 

65 60 
休日 42 34 43 41 

A 環境 商業 
平日 42 37 43 42 

－ － 
休日 41 34 42 40 

注 1：昼間：8～19 時、夜間：19～8 時 
注 2：区域の区分及び道路交通振動の要請限度の詳細については、表 5.4.2－6 参照。 
＊：要請限度のための測定値は、時間帯平均値とされているが、工事中車両の走行及び施設関連車両の走行に伴う 

道路交通振動予測値は、安全側を考慮して時間帯最高値とするため、時間帯平均値と時間帯最高値を記載した。 



 242

地盤卓越振動数調査結果は、表 5.3.2－2 に示すとおりである。 

地盤卓越振動数は、13.2～18.4Hz（10 サンプルの平均値）である。 

なお、「道路環境整備マニュアル」（（社）日本道路協会）によると、「地盤卓越振動数が

15Hz 以下であるものを軟弱地盤と呼ぶこととする」とされており、地盤卓越振動数の調

査結果では、No.1、4、6 及び 7 地点が軟弱地盤に該当する。 

表 5.3.2－2 地盤卓越振動数調査結果 

No. 地盤卓越振動数 
1 14.6Hz 
2 18.4Hz 
3 17.2Hz 
4 13.2Hz 
5 15.3Hz 
6 15.0Hz 
7 14.6Hz 
8 16.5Hz 
9 16.4Hz 

（２）予 測 

ア 建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果は、表 5.3.2－3 に示すとおりである。 

計画地境界における最大値は、工事開始後 63、67～69 ヶ月目（北街区建設工事）の

計画地東側境界において 65dB となり、環境保全目標（75dB 以下）を満足すると予測

する。 

表 5.3.2－3 建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果 

予測時期 工種 敷地境界付近における最大値 環境保全目標 

1～5 ヶ月目 駅前街区夜間工事 55 

75 以下 

7～11 ヶ月目 駅前街区解体工事 62 

15～17 ヶ月目 駅前街区建設工事 63 

60～61 ヶ月目 北街区解体工事 55 

63、67～69 ヶ月目 北街区建設工事  65* 

98 ヶ月目 北街区夜間工事 58 

＊：最大値を示す。 

イ 工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

昼間における工事中交通量による振動レベル（工事開始後 19～21 ヶ月目）は 40～

51dB、工事用車両による増加量の最大は No.8 地点の東側で 6.1dB と予測し、環境保

全目標（昼間：65dB または 70dB 以下）を満足すると予測する。 

夜間における工事中交通量による振動レベル（No.1、5’地点：工事開始後 48 ヶ月

目、No.4、7、8 地点：工事開始後 63 ヵ月目）は 39～50dB、工事用車両による増加量

の最大は No.5’地点の両側で 0.4dB と予測し、環境保全目標（夜間：60dB または

65dB 以下）を満足すると予測する。 

ウ 施設関連車両の走行に伴う道路交通振動 

施設関連車両の走行に伴う振動レベルは、平日は 39～50dB の範囲となり、環境保
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全目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足する

と予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増加量の最

大は、No.8 地点東側の昼間で 3.2dB と予測する。 

休日は、36～48dB の範囲となり、環境保全目標（昼間：65dB または 70dB 以下、

夜間：60dB または 65dB 以下）を満足すると予測する。また、将来基礎交通量に対す

る施設関連交通量の振動レベルの増加量の最大は、No.8 地点東側の昼間で 2.7dB と予

測する。 

（３）評 価 

ア 建設機械の稼働 

建設機械の稼働に伴う振動レベルの最大値は、工事開始後 63、67～69 ヶ月（北街区

建設工事）の計画地東側境界において 65dB となり、環境保全目標（75dB 以下）を満

足すると予測する。 

工事の実施にあたっては、可能な限り低振動工法を検討し、採用するなどの環境保全

のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

イ 工事用車両の走行 

昼間における工事中交通量による振動レベル（工事開始後 19～21 ヶ月目）は 40～

51dB となり、環境保全目標（昼間：65dB または 70dB 以下）を満足すると予測する。 

夜間における工事中交通量による振動レベル（No.1、5’地点：工事開始後 48 ヶ月

目、No.4、7、8 地点：工事開始後 63 ヵ月目）は 39～50dB となり、環境保全目標

（夜間：60dB または 65dB 以下）を満足すると予測する。 

工事の実施にあたっては、工事用車両が特定の日または時間帯に集中し、路上に待機

することがないよう、計画的な運行管理を徹底するなどの環境保全のための措置を講ず

る。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

ウ 施設関連車両の走行 

施設関連車両の走行に伴う振動レベルは、平日は 39～50dB の範囲となり、環境保

全目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足する

と予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増加量の最

大は、No.8 地点東側の昼間で 3.2dB と予測する。 

休日は、36～48dB の範囲となり、環境保全目標（昼間：65dB または 70dB 以下、

夜間：60dB または 65dB 以下）を満足すると予測する。また、将来基礎交通量に対す

る施設関連交通量の振動レベルの増加量の最大は、No.8 地点東側の昼間で 2.7dB と予

測する。 

施設の供用にあたっては、施設関連車両（搬出入車両）に対し、急発進、急加速を行

わないなど、エコドライブの実施を促すなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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４ 廃棄物等 

４．１ 一般廃棄物 

 

（１）現況調査 

ア 住宅から発生する一般廃棄物の状況 

川崎市では、家庭から発生する一般廃棄物の処理（収集・運搬・処分）は、環境局に

よって行われており、計画地については、宮前生活環境事業所の管轄となっている。ま

た、川崎市では、ごみの分別収集が実施されている。 

イ 事業活動に伴い発生する一般廃棄物の状況 

川崎市では、事業活動に伴い発生する事業系一般廃棄物の処理は、「川崎市廃棄物の処

理及び再生利用等に関する条例」等により、「事業者自らの責任において適正に処理しな

ければならない」と定められている。また、古紙や生ごみなど、資源化可能なものは、

焼却するものと分別を徹底して、減量化・資源化を推進することとされている。 

処理方法については、以下に示す方法により適正に処理しなければならない。 

・事業系ごみ（燃やすごみ）は、許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者への委託、ま

たは、自ら川崎市の焼却施設に搬入する。 

・リサイクルできるもの（資源物）は、古紙は古紙回収業者や許可を受けた一般廃棄

物処理業者などに委託、生ごみ、木くずは許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託

する。 

 

（２）予 測 

  ア 住宅から発生する一般廃棄物 

  （ア）予測時期 

     供用時の計画人口が定常状態になる時期とした。 

（イ）予測結果 

供用時に住宅から発生する一般廃棄物の種類及び排出量は、表 5.4.1－1 に示すとお

りである。 

駅前街区については、普通ごみが約 1,064kg/日、ミックスペーパーが約 24kg/日、

プラスチック製容器包装が約 33kg/日、空き缶が約 27kg/日、ペットボトルが約 12kg/

日、空きびんが約 32kg/日、古紙類が約 139kg/日であり、合計が約 1,331kg/日と予測

する。北街区については、普通ごみが約 364kg/日、ミックスペーパーが約 8kg/日、

プラスチック製容器包装が約 11kg/日、空き缶が約 9kg/日、ペットボトルが約 4kg/

日、空きびんが約 11kg/日、古紙類が約 48kg/日であり、合計約 455kg/日と予測する。 

計画地全体では、普通ごみが約 1,428kg/日、ミックスペーパーが約 32kg/日、プラ

スチック製容器包装が約 44kg/日、空き缶が約 36kg/日、ペットボトルが約 16kg/日、

空きびんが約 43kg/日、古紙類が約 187kg/日であり、合計が約 1,786kg/日と予測する。 

処理・処分については、「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」及び

「廃棄物保管施設設置基準要綱」に基づいて、計画建物の住宅棟内に適切な規模の普

通ごみ、資源物及び粗大ごみの廃棄物保管施設を設け、ミックスペーパー、プラスチ

ック製容器包装、空き缶、ペットボトル、空きびん等の分別に対応できるよう配慮す
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る。これらの廃棄物保管施設に種類ごとに分別された一般廃棄物は、川崎市等により

適正に収集、運搬、処分されると予測する。 

 

表 5.4.1－1 住宅棟から発生する一般廃棄物の種類及び量 

種 別 
単位排出量 

（g/人・日） 

駅前街区 北街区 合 計 
排 出 
原因数 

排出量 
（kg/日） 

排 出 
原因数 

排出量 
（kg/日） 

排 出 
原因数 

排出量 
（kg/日） 

普通ごみ 800 

約 380 戸 
×3.5 人＝ 
約 1,330 人 

約 1,064 

約 130 戸 
×3.5 人＝

約 455 人 

約 364 

約 510 戸 
×3.5 人＝

約 1,785 人 

約 1,428 
ミックス 
ペーパー 

18 約 24 約 8 約 32 

プラス 
チック製 
容器包装 

25 約 33 約 11 約 44 

空き缶 20 約 27 約 9 約 36 
ペット 
ボトル 

9 約 12 約 4 約 16 

空きびん 24 約 32 約 11 約 43 

古紙類 
11kg/戸・月 

(0.367kg/戸・日) 
約 380 戸 

約 4,180kg/月 
(約 139kg/日) 

約 130 戸 
約 1,430kg/月 
(約 48kg/日) 

約 510 戸 
約 5,610kg/月 
(約 187kg/日) 

合 計 － － 約 1,331 － 約 455 － 約 1,786 

注 1：単位排出量は、「廃棄物保管施設設置事前評価・協議書記入要領」（川崎市環境局）「令和 3 年度 環境局事業概要－

廃棄物編－」（令和 3 年 9 月、川崎市）による。 

注 2：排出原因数＝計画戸数（戸）×3.5（人/戸）（「廃棄物保管施設設置事前評価・協議書記入要領」（川崎市環境局）による） 

注 3：普通ごみは、ディスポーザ処理による生ごみを含む。 

注 4：古紙類は、世帯での排出量を示す。古紙類の収集については、川崎市でなく地域で行っている資源集団回収に出し、 

リサイクルに協力するよう求められている。 

注 5：約 11 kg/戸・月÷30 日＝約 0.367kg/戸・日 

注 6：四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある。 

 

イ 事業活動に伴い発生する一般廃棄物 

  （ア）予測時期 

     供用時の事業活動が定常状態になる時期とした。 

  （イ）予測結果 

商業施設（駅前街区）から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量は、表 5.4.1

－2 に示すとおりである。 

紙製廃棄物等が約 483t/年、生ごみ等が約 421t/年、その他可燃性廃棄物等が約 254t/

年、合計約 1,158t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区に適切な規模の廃棄物保管施設を整備し、個々の

事業者の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限

り再資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の事業者の責任により

川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者等に委託する計画であることから、適正に

収集、運搬、処理・処分、再資源化が実施されると予測する。
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表 5.4.1－2 商業施設から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量 

区
分 

種類 店舗面積 
単位排出量 

発生量 店舗面積 
6,000 ㎡以下 

店舗面積 
6,000 ㎡超 

駅
前
街
区 

紙製廃棄物等 

約 12,900 ㎡ 

約 75.92kg/年・㎡ 約 4.02kg/年・㎡ 約 483,258kg/年 
（約 483t/年） 

生ごみ等 約 61.69kg/年・㎡ 約 7.30kg/年・㎡ 約 420,510kg/年 
（約 421t/年） 

その他可燃性 
廃棄物等 

約 19.71kg/年・㎡ 約 254,259kg/年 
（約 254t/年） 

合 計 － － － 約 1,158,027kg/年 
（約 1,158t/年） 

 

業務施設（駅前街区）から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量は、表 5.4.1

－3 に示すとおりである。 

発生する事業系一般廃棄物は、紙くずが約 11t/年、厨芥が約 0.8t/年、繊維くずが約

0.1t/年、その他が 0.1t/年、合計約 12t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区に適切な規模の廃棄物保管施設を整備し、個々の事

業者の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再

資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の事業者の責任により川崎市

の許可を受けた一般廃棄物処理業者等に委託する計画であることから、適正に収集、運

搬、処理・処分、再資源化が実施されると予測する。 

 

表 5.4.1－3 業務施設から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量（駅前街区） 

種類 床面積 排出量原単位 発生量 

一般廃棄物 

紙くず*1 

約 1,800 ㎡ 

17.2 g/m2・日 
約 11,300kg/年 
（約 11t/年） 

厨芥 1.2 g/m2・日 
約 788 kg/年 
（約 0.8t/年） 

繊維くず 0.2 g/m2・日 
約 131 kg/年 
（約 0.1t/年） 

その他*２ 0.2 g/m2・日 
約 131 kg/年 
（約 0.1t/年） 

合計 － － 
約 12,350kg/年 

（約 12t/年） 
*1：紙くず：新聞紙、雑誌、書籍、段ボール、容器包装類、OA 用紙等 
*2：その他：木くず、その他可燃物  

 

公共施設から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量は、表 5.4.1－4 (1)・(2)に

示すとおりである。 

駅前街区の一般廃棄物は約 2.4t/年、古紙は約 14.9t/年、合計約 17.3t/年、北街区の一

般廃棄物は約 7.4t/年、古紙は約 17.2t/年、合計約 24.5t/年、計画地全体の一般廃棄物は

約 9.8t/年、古紙が約 32.1t/年、合計約 41.8t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区及び北街区に適正規模の廃棄物保管施設を整備し、

分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再資源化業者に委託

するように促す計画である。また、川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者等に委託
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する計画であることから、適正に収集、運搬、処理・処分、再資源化が実施されると予

測する。 

 

表 5.4.1－4 (1) 公共施設から発生する一般廃棄物の種類及び発生量（駅前街区） 

種類 床面積 排出量原単位 発生量 

一般廃棄物 

市民館 
（大ホール含む） 

約 6,200 ㎡ 約 0.29kg/年・㎡ 
約 1,798kg/年 
（約 1.8t/年） 

図書館 約 2,200 ㎡ 約 0.29kg/年・㎡ 
約 638kg/年 

（約 0.6t/年） 

小計（①） 約 8,400 ㎡ － 
約 2,436kg/年 
（約 2.4t/年） 

古紙 

市民館 
（大ホール含む） 

約 6,200 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 
約 10,974kg/年 
（約 11.0t/年） 

図書館 約 2,200 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 
約 3,894kg/年 
（約 3.9t/年） 

小計（②） 約 8,400 ㎡ － 
約 14,868kg/年 
（約 14.9t/年） 

駅前街区小計 
（①+②） 

－ － － 
約 17,304kg/年 
（約 17.3t/年） 

 

表 5.4.1－4 (2) 公共施設から発生する一般廃棄物の種類及び発生量（北街区） 

種類 床面積 排出量原単位 発生量 

一般廃棄物 

区役所 約 8,900 ㎡ 約 0.80kg/年・㎡ 
約 7,120kg/年 
（約 7.1t/年） 

小ホール 約 800 ㎡ 約 0.29kg/年・㎡ 
約 232kg/年 

（約 0.2t/年） 

小計（③） 約 9,700 ㎡ － 
約 7,352kg/年 
（約 7.4t/年） 

古紙 

区役所 約 8,900 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 
約 15,753kg/年 
（約 15.8t/年） 

小ホール 約 800 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 
約 1,416kg/年 
（約 1.4t/年） 

小計（④） 約 9,700 ㎡ － 
約 17,169kg/年 
（約 17.2t/年） 

合計（①+②） － － － 
約 24,521kg/年 
（約 24.5t/年） 
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（３）評 価 

ア 住宅から発生する一般廃棄物 

供用時に住宅から発生する一般廃棄物の種類と排出量は、駅前街区は、普通ごみが約

1,064kg/日、ミックスペーパーが約 24kg/日、プラスチック製容器包装が約 33kg/日、空

き缶が約 27kg/日、ペットボトルが約 12kg/日、空きびんが約 32kg/日、古紙類が約 139kg/

日、合計が約 1,331kg/日と予測する。北街区は、普通ごみが約 364kg/日、ミックスペー

パーが約 8kg/日、プラスチック製容器包装が約 11kg/日、空き缶が約 9kg/日、ペットボ

トルが約 4kg/日、空きびんが約 11kg/日、古紙類が約 48kg/日、合計が約 455kg/日と予

測する。計画地全体では、普通ごみが約 1,428kg/日、ミックスペーパーが約 32kg/日、

プラスチック製容器包装が約 44kg/日、空き缶が約 36kg/日、ペットボトルが約 16kg/

日、空きびんが約 43kg/日、古紙類が約 187kg/日、合計が約 1,786kg/日と予測する。 

処理・処分については、法令に基づく適切な規模の普通ごみ及び粗大ごみの廃棄物保

管施設を設け、ミックスペーパー、プラスチック製容器包装、空き缶、ペットボトル、

空きびん等の分別に対応できるよう配慮する。これらの廃棄物保管施設に種類ごとに分

別された一般廃棄物は、川崎市等により適正に収集、運搬、処分されると予測する。 

本事業の実施にあたっては、居住者に対して、掲示板、貼り紙、回覧板等によりごみ

の発生抑制、分別・保管及び再資源化の推進を促すよう、管理組合に要請するなどの環

境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の保全

に支障はないものと評価する。 

 

イ 事業活動に伴い発生する一般廃棄物 

事業活動に伴い発生する一般廃棄物の種類及び発生量は、商業施設（駅前街区）は、

紙製廃棄物等が約 483t/年、生ごみ等が約 421t/年、その他可燃性廃棄物等が約 254t/年、

合計約 1,158t/年と予測する。業務施設（駅前街区）は、紙くずが約 11t/年、厨芥が約

0.8t/年、繊維くずが約 0.1t/年、その他が約 0.1t/年、合計約 12t/年と予測する。公共施

設は、駅前街区の一般廃棄物が約 2.4t/年、古紙が約 14.9t/年、合計約 17.3t/年、北街区

の一般廃棄物が約 7.4t/年、古紙が約 17.2t/年、合計約 24.5t/年、計画地全体の一般廃棄

物は約 9.8t/年、古紙が約 32.1t/年、合計約 41.8t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区及び北街区に適切な規模の廃棄物保管施設を整備し、

個々の事業者等の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可

能な限り再資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の事業者等の責任

により川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者等に委託する計画であることから、適

正に収集、運搬、処理・処分、再資源化が実施されると予測する。 

本事業の実施にあたっては、事業者として、商業施設事業者、業務施設事業者、公共

施設に対し、ごみ分別の徹底及び再資源化が可能な廃棄物の再資源化業者への委託など

の廃棄物の適正処理、再資源化等の基本方針を示すとともに、その促進について要請す

るなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の保全

に支障はないものと評価する。 
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４．２ 産業廃棄物 

 

（１）現況調査 

  ア 産業廃棄物の状況 

    令和 2 年度における川崎市の建設業から発生する産業廃棄物の排出量は、551 千 t/年

であり、再生利用量は 486 千 t/年（88.2％）、減量化量が 37 千 t/年（6.7%）で、最終処

分量は 28 千 t/年（5.1％）、保管量 0 千 t/年（0％）となっている。 

また、川崎市においては、172 施設の産業廃棄物処理施設が設置されている。 

 

  イ 撤去建築物等の状況 

撤去建築物等（建築物）の延べ面積は、駅前街区で約 19,100 ㎡、北街区で約 8,000

㎡、合計で約 27,100 ㎡である。また、撤去建築物等（道路）の面積は、市道鷺沼線廃

道部で約 1,500 ㎡、交通広場で約 2,200 ㎡、市道鷺沼線、鷺沼 33 号線、鷺沼 36 号線及

び久末鷺沼線の道路部分で約 6,300 ㎡、市道久末鷺沼線（地下通路）で約 200 ㎡、合計

で約 10,200 ㎡である。 

また、撤去工事による廃石綿及び石綿含有建材の発生の可能性については、工事着手

前に事前調査を行い、把握する計画である。 

 

（２）予 測 

ア 工事中に発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分方法 

（ア）予測時期 

   工事期間全体とした。 

（イ）予測結果 

ａ 解体工事 

解体工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 60,080t であり、コンク

リートがら、金属くず、混合廃棄物が発生すると予測する。また、資源化量は 59,175 

t と予測する。 

解体工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 4,006t であり、コンクリー

トがら、アスファルト・コンクリートがら、その他のがれき、廃プラスチック類、

金属くず、木くず、混合廃棄物が発生すると予測する。また、資源化量は 3,927t

と予測する。 

工事中に発生する産業廃棄物は、敷地内での分別徹底を図り、可能な限り資源化

を図るとともに、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に分

別排出、処理・処分、資源化が実施されると予測する。 
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  ｂ 建設工事 

建設工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 334t であり、混合廃棄物

が発生すると予測する。また、資源化量は 291t と予測する。 

建設工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 4,419t であり、コンクリ

ートがら、ガラス・陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず、木くず、紙くず、

廃石膏ボード、混合廃棄物が発生すると予測する。また、資源化量は 3,933t と予

測する。 

建設汚泥の発生量は 32,771 ㎥であり、資源化量は 22,284 ㎥と予測する。 

工事中に発生する産業廃棄物は、敷地内での分別徹底を図り、可能な限り資源化

を図るとともに、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に分

別排出、処理・処分、資源化が実施されると予測する。 

 

イ 供用時に事業活動に伴い発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処

理・処分方法 

（ア）予測時期 

   供用時の事業活動等が定常状態になる時期とした。 

（イ）予測結果 

供用時に商業施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、金属製廃棄物

等は約 23t/年、ガラス製廃棄物等は約 18t/年、プラスチック製廃棄物等は約 51t/年、

廃油は約 16 t/年、合計約 109t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区に適切な規模の分別集積所を整備し、個々の事業

者の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再

資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の事業者の責任により許可

を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に収集、運搬、処分、再資源

化（金属、ガラス、プラスチック等の廃棄物は原材料、廃油は燃料・石鹸等）が実施

されると予測する。 

供用時に業務施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、廃プラスチッ

クは約 1.3t/年、ゴムくずは約 0.07t/年、ガラスくず・陶磁器くずは約 0.6t/年、金属

くずは約 1.4t/年、その他の不燃物は約 0.1t/年、合計約 3.4t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区に適切な規模の分別集積所を整備し、個々の事業

者の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再

資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の事業者の責任により許可

を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に収集、運搬、処分、再資源

化が実施されると予測する 

供用時に公共施設から発生する産業廃棄物の発生量は、駅前街区の廃プラスチック

類が約 0.02t/年、粗大ごみが約 0.3t/年、合計約 0.3t/年、北街区の廃プラスチック類

が約 0.9t/年、粗大ごみが約 0.3t/年、合計約 1.2t/年、公共施設全体では、廃プラスチ

ック類が約 0.9t/年、粗大ごみが約 0.6t/年、合計約 1.5t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区及び北街区に適切な規模の分別集積所を整備し、

分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再資源化業者に委
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託するように促す計画である。また、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託するこ

とから、適正に収集、運搬、処分、再資源化が実施されると予測する 

 

（３）評 価 

ア 工事中に発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分方法 

解体工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 60,080t であり、このうち最

も発生量が多いものはコンクリートがらで、55,320t と予測する。また、資源化量は

59,175 t と予測する。 

解体工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 4,006t であり、このうち最も発

生量が多いものはアスファルト・コンクリートがらで 3,038t と予測する。また、資源化

量は 3,927t と予測する。 

建設工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 334t であり、混合廃棄物が発

生すると予測する。また、資源化量は 291t と予測する。 

建設工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 4,419t であり、このうち最も

発生量が多いものは、混合廃棄物で、2,439t と予測する。また、資源化量は 3,933t と

予測する。 

建設汚泥の発生量は、32,771 ㎥であり、資源化量は 22,284 ㎥と予測する。 

工事中に発生する産業廃棄物は、敷地内での分別徹底を図り、可能な限り資源化を図

るとともに、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に分別排出、

処理・処分、資源化が実施されると予測する。 

工事の実施にあたっては、資源化率の目標を設定し、敷地内での分別の徹底を図る。

また、既存建築物の解体工事にあたり、石綿の使用の有無について事前調査を行い、石

綿含有建材等の使用が確認された場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「大気

汚染防止法」、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」（環境省）、「川崎市公害防止等生活環

境の保全に関する条例」等に基づき、飛散・流出等のないよう適正に処理を行うととも

に、産業廃棄物の許可を受けた処理業者により適正に処理・処分を行うなどの環境保全

のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の保全

に支障はないものと評価する。 

 

イ 供用時に事業活動に伴い発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処

理・処分方法 

供用時に商業施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、金属製廃棄物等

は約 23t/年、ガラス製廃棄物等は約 18t/年、プラスチック製廃棄物等は約 51t/年、廃油

は約 16 t/年、合計約 109t/年と予測する。 

供用時に業務施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、廃プラスチック

は約 1.3t/年、ゴムくずは約 0.07t/年、ガラスくず・陶磁器くずは約 0.6t/年、金属くず

は約 1.4t/年、その他の不燃物は約 0.1t/年、合計約 3.4t/年と予測する。 

また、供用時に公共施設から発生する産業廃棄物の発生量は、駅前街区では廃プラス

チック類が約 0.02t/年、粗大ごみが約 0.3t/年、合計約 0.3t/年、北街区では廃プラスチ



252 

ック類が約 0.9t/年、粗大ごみが約 0.3t/年、合計約 1.2t/年、公共施設全体では廃プラス

チック類が約 0.9t/年、粗大ごみが約 0.6t/年、合計約 1.5t/年と予測する。 

処理・処分については、適切な規模の分別集積所を整備し、分別の徹底を図るととも

に、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再資源化業者に委託するように促す計画であ

る。また、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に収集、運搬、

処分、再資源化が実施されると予測する。 

本事業の実施にあたっては、省資源の観点から、過剰な梱包等を控え、発生抑制を図

るなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の保全

に支障はないものと評価する。 
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４．３ 建設発生土 

 

（１）現況調査 

  ア 建設発生土の状況 

平成 30 年度における神奈川県での建設発生土の排出状況は、表 5.4.3－1 に示すとお

りであり、建設発生土の場外搬出量の合計は 3,098.0 千㎥である。そのうち、84%が工

事間などで有効利用されている。 
 

表 5.4.3－1 建設発生土の排出状況（平成 30 年度：神奈川県） 

工事種別 

有効利用（千ｍ３） 

その

他計注  

排出量 

合計 

（千ｍ３） 

工事間 

利用率 

(%) 

公共工

事等で

再利用 

売却 

他の工

事現場

(海面) 

採石場・砂利

採取等跡地復

旧 

最終処

分場覆

土 

公共工事

等以外の

有効利用 

 

 

計 

公共土木 105.0  0.0  7.7 450.7 6.3 1,077.0 1,646.7  112.3 1,759.0  93.6% 

民間土木 192.1  0.0  0.8 70.5 0.4 51.7 315.4  47.7 363.1  86.9% 

新築・増改築 0.4  0.0  0.3 169.0 9.2 459.4 638.3  333.5 971.8  65.7% 

解体 0.1  0.0  0.0 0.1 0.1 1.6 2.0  0.1 2.1  95.8% 

修繕 0.0  0.0  0.0 0.1 0.1 0.9 1.1  0.9 2.0  53.1% 

合計 297.6  0.0  8.9 690.4 16.1 1,590.6 2,603.5  494.5 3,098.0  84.0% 

注）その他計は、覆土以外の最終処分、再利用なし、土捨場・最終処分場への排出である。 

出典：「平成 30 年度建設副産物実態調査結果」（令和 2 年 1 月、国土交通省） 

 

（２）予 測 

  ア 予測時期 

    工事期間全体とした。 

 

  イ 予測結果 

建設発生土の発生量は、表 5.4.3－2 に示すとおりであり、約 220,500 ㎥と予測する。 

建設発生土の処理・処分については、計画地内での再利用が困難な場合には、他の建

設工事現場等で可能な限り再利用に努め、工事間での再利用ができないものについては

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」等に基づき、許可を得た処分地にて適正に処

理されると予測する。 

 

表 5.4.3－2 建設発生土量（ほぐし土量） 

区 分 
掘削面積 

① 
掘削深度 

② 
掘削土量 

③＝①×② 
変化率 

④ 

建設発生土量

（ほぐし量） 
③×④ 

駅前街区 
高層棟 約 3,042 ㎡ 15ｍ 約 45,630 ㎥ 

1.2 

約 54,756 ㎥ 
低層棟 約 6,218 ㎡ 15ｍ 約 93,270 ㎥ 約 111,924 ㎥ 

北街区 約 2,940 ㎡ 15ｍ 約 44,100 ㎥ 約 52,920 ㎥ 
地下通路 約 100 ㎡ 7.5ｍ 約 750 ㎥ 約 900 ㎥ 

合計 － － 約 183,750 ㎥ 約 220,500 ㎥ 
注：変化率は施工計画協力会社の実績から 1.2 とした。 
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（３）評 価 

本事業の工事に伴う建設発生土の発生量は約 220,500 ㎥と予測する。 

建設発生土の処理・処分については、計画地内での再利用が困難な場合には、他の建設

工事現場等で可能な限り再利用に努め、工事間での再利用ができないものについては「神

奈川県土砂の適正処理に関する条例」等に基づき、許可を得た処分地にて適正に処理され

ると予測する。 

工事の実施にあたっては、工事に伴う建設発生土については、搬出時に飛散・流出等が

生じないように、必要に応じて出入口でのタイヤ洗浄を行い、荷台にシートカバー等を使

用する等の環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の保全に

支障はないものと評価する。 
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５ 緑 

５．１ 緑の質 

 
（１）現況調査 

  ア 現存植生状況及び生育状況 

  （ア）現存植生状況 

計画地の現存植生状況は、表 5.5.1－1 に示すとおりである。 

計画地の植栽は、街路樹に高木植栽が存在し、商業施設および駐車場周りに中低木

植栽地が存在していた。 

植生区分は、低木～中高木植栽地が 4.6%、草地が 1.7%、裸地・構造物等が 93.7%

となっていた。 

表 5.5.1－1 計画地の現存植生状況 

区 分 面積（㎡） 割合（%） 

低木～中高木植栽地 1,046 4.6 

草地 379 1.7 

裸地・構造物等 21,105 93.7 

合 計 22,530 100.0 

 
  （イ）生育状況 

 計画地の樹木の生育状況は、常緑広葉樹ではマテバシイ、ヤブツバキ等、落葉広葉

樹ではソメイヨシノ、アメリカヤマボウシ等、常緑針葉樹ではコノテガシワ、ドイツ

トウヒ、落葉針葉樹ではイチョウが確認された。樹木活力度は、判定 A（良好、正常

なもの）が 30％、判定 B（普通、正常に近いもの）が 70％であった。なお、駅前広

場中央部の緑地でマテバシイ（1 本）が腐朽菌の感染により枯損していた。 

計画地周辺地域の既存公園において、調査を行った樹種の活力度の判定は、判定 A

（良好、正常なもの）または、判定 B（普通、正常に近いもの）であり、殆どの樹木

が正常な生育状況であった。 

 
  イ 植栽予定樹種 

本事業における主要植栽予定樹種は、第 1 章 4 (6) 表 1－10（45 ページ）に示すとお

りである。 

 
  ウ 潜在自然植生 

計画地の潜在自然植生は、「川崎市および周辺の植生―環境保全と環境保全林創造に対

する植生学的研究―」によると、シラカシ群集－ケヤキ亜群集、シラカシ群集典型－亜

群集に該当していた。 

計画地及び周辺地域は、近年の土地利用において極端な人為的影響はないことから、

地域の潜在的な自然植生については、変化はないものと考えられる。 
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（２）予 測 

ア  予測時期 

  工事の完了後一定期間をおき、植栽樹木等が成長した時期とした。 

 
イ 予測結果 

（ア）主要な植栽予定樹種の環境適合性 

緑化計画で選定した主要な植栽予定樹種は、樹木活力度調査によると、1 種が A（良

好、正常なもの）、10 種が B（普通、正常に近いもの）に該当する。また、既存文献

調査によると、22 種が「川崎市緑化指針」の緑化樹木に該当し、3 種が潜在自然植生

の構成種に該当している。また、樹種特性は、8 種が耐風性のある種、14 種が耐陰性

のある種、5 種が耐乾性のある種となっている。壁面緑化に使用する樹種については、

過去の壁面緑化植栽事例等を踏まえ、環境適合性に配慮して選定している。 

以上のことから、主要な植栽予定樹種は、計画地で正常に生育し、計画地及びその

周辺の環境特性に適合するものと予測する。 

 
（イ）植栽基盤の適否及び必要土壌量 

植栽土壌の調査結果によると、計画地の土壌は土壌硬度が高く、通気性・透水性が

低いため、根の生育不良や排水不良を引き起こす可能性があり、また、土壌中の養分

が不足している可能性があることから、新たに植栽を行う基盤としては不適である。

しかしながら、地上部の植栽部分は、いずれも建設工事の土工事に伴う掘削後、掘削

土壌による埋め戻しは行わず、全量、客土による埋め戻しを計画している。よって、

植栽基盤として適したものとなると予測する。 

植栽基盤の必要土壌量は、地上部約 974 ㎥と予測する。屋上部については、人工軽

量土が合計約 518 ㎥と予測する。 

 
（３）評 価 

本事業における主要な植栽予定樹種は、樹木活力度調査結果が A（良好、正常なも

の）及び B（普通、正常に近いもの）に該当する種や、潜在自然植生の構成種、「川

崎市緑化指針」の緑化樹木に該当する種であること、壁面緑化に使用する樹種は、過

去の壁面緑化植栽事例等を踏まえ、環境適合性に配慮して選定していることから、計

画地の環境特性に適合するものと予測する。 

植栽土壌の調査結果によると、計画地の土壌は土壌硬度が高く、通気性・透水性が

低いため、根の生育不良や排水不良を引き起こす可能性があり、また、土壌中の養分

が不足している可能性があることから、新たに植栽を行う基盤としては不適である。

しかしながら、地上部の植栽部分は、いずれも建設工事の土工事に伴う掘削後、掘削

土壌による埋め戻しは行わず、全量、客土による埋め戻しを計画している。よって、

植栽基盤として適した土壌となるものと予測する。 

植栽基盤の必要土壌量は、地上部については合計約 974 ㎥と予測する。屋上部につ

いては合計約 518 ㎥と予測する。 

本事業の実施にあたっては、植栽地には適切な施肥を行うとともに、屋上緑化及び

壁面緑化については、かん水設備等を設けるなどの措置を施し、植栽の良好な維持管

理を行うなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、緑の適切な回復育成が図られるものと評価する。 
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２．２ 緑の量 

 
（１）現況調査 

 ア 緑被の状況 

計画地の植生区分は、低木～中高木植栽地 4.6%、草地 1.7%、裸地・構造物等 93.7%

となっていた。 

計画地の植生区分である低木～中高木植栽地の緑度指数は 3 に、草地の緑度指数は 2

に、裸地・構造物等の緑度指数は 1 に該当し、計画地の平均緑度（L.G）は 1.11 となる。 

 
 イ 緑化計画 

緑化地の位置は第 1 章 4(4)図 1－4「土地利用計画図」（14 ページ）に、緑化計画の内容

は、第 1 章 4(6)ア「緑化計画」（44 ページ）に示すとおりである。 

 
（２）予 測 

  ア 予測時期 

    工事の完了後の一定期間をおいた時期とし、植栽した樹木等が成長した時点とした。 

 
  イ 予測結果 

（ア）緑被の変化 

本事業における緑被率と目標値との比較は、表 5.5.2－1 に示すとおりである。 

本事業における緑被率（計画地面積に占める緑被面積（緑化面積）の割合）は、計画

地全体で約 15.23％（約 3,432 ㎡）であり目標値である計画地全体の「15.0％以上」を

満足すると予測する。 

 
表 5.5.2－1 本事業における緑被率と目標値との比較 

区分 
緑化計画 

計画地全体 
A：緑被面積 約 3,432 ㎡ 

B：計画地面積 約 22,530 ㎡ 

C：緑被率（A/B） 約 15.23％ 

D：目標値（緑被率） 15.0％ 

目標値（D）の達成状況 達成（C＞D） 

注 1：緑被面積（緑化面積）の内訳は、緑化地：約 518 ㎡、接道部緑化：

約 213 ㎡、生け垣緑化：約 43 ㎡、大景木：約 1,480 ㎡、壁面緑化：

約 120 ㎡、屋上緑化：約 1,058 ㎡。 
注 2：計画地面積には、道路（7,680 ㎡）を含む。 
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（イ）全体の緑の構成 

緑化計画における植栽本数及び「川崎市緑化指針」に基づき算定される緑の量的水準

（標準植栽本数）は、表 5.5.2－2 に示すとおりである。 

緑化計画における植栽本数は、高木を中木に換算、または高木及び中木を低木に換算

することによって、「川崎市緑化指針」に基づき算定される緑の量的水準（標準植栽本数）

を満足すると予測する。 

 
表 5.5.2－2 本事業における植栽予定本数と緑の量的水準（標準植栽本数）との比較 

敷地 区分 
緑化計画における植栽本数 

川崎市緑化指針による緑の量的水準
（標準植栽本数） E：B-D 

過不足本数 
（本） A：緑化地面積

（㎡） 
B：植栽本数

（本） 
C：植栽基準 
（本/㎡） 

D：A×C 
標準植栽本数（本） 

駅前 
街区 

高木 
（大景木を含む） 

約 1,179 

59 0.08 95 
－36 

低木換算－216 本 

中木 114 0.16 189 
－75 

低木換算－225 本 

低木 1,400 0.48 566 ＋834 

北 
街区 

高木 
（大景木を含む） 

約 397 

22 0.08 32 
－10 

低木換算－60 本 

中木 37 0.16 64 
－27 

低木換算－81 本 

低木 500 0.48 191 +309 

注 1：緑化地面積には、屋上緑化面積を含む。 

注 2：標準植栽本数は、端数分が不足とならないよう、小数第 1 位を切り上げた数字とした。 
注 3：B：植栽本数（本）には大景木の単独植栽を含まないため、植栽予定本数とは一致しない。 
 

（３）評 価 

本事業における緑被率（計画地面積に占める緑被面積（緑化面積）の割合）は、計画地

全体で約 15.23％（約 3,432 ㎡）であり、目標値である計画地全体の「15.0％以上」を満

足すると予測する。また、街区ごとの緑化面積率（敷地面積に対する緑化面積の割合）は、

駅前街区で約 23.26％（約 2,599 ㎡）、北街区で約 22.63％（約 833 ㎡）であり、参考とし

た敷地面積の「10％以上」を満足すると予測する。 

緑化計画における植栽本数は、高木及び中木を低木に換算することによって、緑の量的

水準（標準植栽本数）を満足すると予測する。 

本事業においては、緑の構成を考慮し、大景木・高木・中木・低木・地被類を適切に組

み合わせるとともに、屋上緑化、壁面緑化、接道部緑化及び生け垣植栽を配置し、一部の

既存樹木とともに多様な緑を創出するなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、緑の現状を活かし、かつ、回復育成が図られるものと評価する。 
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６ 構造物の影響 

６．１ 景 観 

（１）現況調査 

計画地及び計画地周辺地域の景観特性としては、計画地北西側に東急田園都市線の線路

や鷺沼駅が接しており、北側に業務施設、東側に商業施設が存在している。計画地周辺地

域は、市道久末鷺沼線に沿って北側に向って高台となっており、低層、中高層集合住宅や

商業施設等が存在し、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸施設、鷺沼橋、道

路等といった景観構成要素が一体となった市街地景観が形成されている。また、計画地は

下末吉台地に位置し、ほぼ平坦な地形である。 

（２）予 測 

ア 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

供用後の鳥瞰図は、図 5.6.1－1 に、示すとおりである。 

計画地及びその周辺地域は、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸施設、

鷺沼橋、道路等が主要な景観構成要素となっている。また、地域景観の特性としては、

計画地は北西側に東急田園都市線の線路や鷺沼駅が接しており、北側に業務施設、東側

に商業施設が存在している。計画地周辺地域は、市道久末鷺沼線に沿って北側に向って

高台となっており、低層、中高層集合住宅や商業施設等が混在した市街地景観が形成さ

れている。こうした地域景観の特性のもと、駅前街区 37 階、北街区 20 階建ての計画建

物が新たに出現するが、計画地周辺に分布している中高層集合住宅等と同様な景観構成

要素が加わり、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸施設、鷺沼橋、道路等

といった主要な景観構成要素の改変はなく、地域景観と一体となった市街地景観が形成

されることから、地域景観の特性の変化の程度は小さいと予測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注 1：計画地南東側上空からの鳥瞰図。 
注 2：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

図 5.6.1－1 計画地及び計画地周辺地域の鳥瞰図 
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イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望地点の位置は図 5.6.1－2(1)・(2)に、本事業の実施に伴う、代表的な眺望

地点からの眺望の変化の程度については、表 5.6.1－1 及び写真 5.6.1－1～10 に示すと

おりである。 
 

表 5.6.1－1 代表的な眺望地点からの景観の変化の程度  

 
地点 
番号 

代表的な眺望地点 景観の変化の程度 

近 
景 
域 

1 
計画地北東側道路上 

（市道小台 23 号線） 

 市道小台 23 号線沿いの駐輪場の背後に計画建物の北

側が出現し、眺望の状況は変化するが、周辺建物と一体

感を持った近代的な市街地景観が形成されると予測す

る。 

3 
計画地南東側道路上 

（鷺沼交番前交差点） 

 交差点の先に計画建物の東側が出現し、眺望の状況は

変化するが、計画地駅前街区接道部に常緑広葉樹の大景

木や高木及び壁面緑化等を組み合わせた緑化地を設け

ることにより、周辺建物と一体感を持った市街地景観が

形成されると予測する。 

4 
計画地南側道路上 

（市道鷺沼線） 

 既存の店舗等の背後に計画建物の南側低層部が出現

し、眺望の状況は変化するが、計画地駅前街区に屋上緑

化及び壁面緑化等を組み合わせた緑化地を設けること

により、鷺沼駅周辺の街路樹や店舗等と一体感を持った

新たな市街地景観が形成されると予測する。 

6 
計画地北西側道路上 

（市道久末鷺沼線） 

 鷺沼橋の先に計画建物の低層部が出現し、眺望の状況

は変化するが、計画地各街区間の接道部に大景木や高木

を組み合わせた緑化地を設けることにより、鷺沼駅の建

物と一体感を持った新たな市街地景観が形成されると

予測する。 

7 鷺沼ふれあい広場 

中層建築物の間に計画建物の北側上部が出現し、眺望

の状況は変化するが、鷺沼駅前地区を象徴するランドマ

ークとなり、周辺建物と一体感を持った新たな市街地景

観が形成されると予測する。 

中 
景 
域 

12 有馬中央公園 
公園の樹木の間に計画建物の南側上部が出現するが、

眺望への影響は少なく、眺望の状況の変化は、ほとんど

ないと予測する。 

13 有馬さくら公園 

既存の低層住宅及び中層建築物の背後に計画建物の

西側上部が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅前

地区を象徴するランドマークとなり、公園樹木越しに周

辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成され

ると予測する。 

14 鷺沼公園 

既存の低層住宅及び中層建築物の背後に計画建物の

西側上部が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅前

地区を象徴するランドマークとなり、公園樹木越しに周

辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成され

ると予測する。 

15 昭和大学鷺沼校地北側道路上 

既存の低層住宅及び中層建築物の背後に計画建物の

北側上部が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅前

地区を象徴するランドマークとなり、緑地や樹林越しに

周辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成さ

れると予測する。 

17 
富士見台小学校西側道路上 

（富士見台小学校前交差点） 

既存の低中層住宅及び中層建築物の背後に計画建物

の東側上部が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅

前地区を象徴するランドマークとなり、周辺建物と一体

感を持った、新たなスカイラインを形成した市街地景観

が形成されると予測する。 
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図 5.6.1－2 代表的な眺望地点及び圧迫感予測地点位置図 

図 5.6.1―2(1) 
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図 5.6.1―2(2) 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－1 No.1 計画地北東側道路上 

（
駅
前
街
区
） 

（北街区） 

計画建物 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－2 No.3 計画地南東側道路上 

計画建物 

（駅前街区） 

（
北
街
区
） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩及び道路線形等詳細については、 

今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－3 No.4 計画地南側道路上

計画建物 

（駅前街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－4 No.6 計画地北西側道路上

計画建物 
（駅前街区） （北街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－5 No.7 鷺沼ふれあい広場

計画建物 

（駅前街区） 
（北街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－6 No.12 有馬中央公園

計画建物 
（駅前街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－7 No.13 有馬さくら公園

計画建物 

（駅前街区） （北街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－8 No.14 鷺沼公園

計画建物 

（駅前街区） （北街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－9 No.15 昭和大学鷺沼校地北側道路上

計画建物 
（駅前街区） 

（北街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－10 No.17 富士見台小学校西側道路上 

計画建物 

（駅前街区） 

（北街区） 
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ウ 圧迫感の変化の程度 

計画建物の完成予想図を合成した天空写真は写真 5.6.1－11～写真 5.6.1－14（各下段

の写真）に、形態率の変化は、表 5.6.1－2 に示すとおりである。 

地点 A（計画地北西側側境界付近）における現況の形態率は 41.5％であり、工事完了

時の形態率は 50.4％となり、このうち計画建物による形態率は 28.5％と予測する。工事

完了時の形態率は、既存の業務施設及び交通広場が計画建物に置き換わることにより計

画地内で 8.8％、合計で 8.9％増加すると予測する。 

地点 B（計画地北東側境界付近）における現況の形態率は 47.0％であり、工事完了時

の形態率は 67.1％となり、このうち計画建物による形態率は 36.7％と予測する。工事完

了時の形態率は、既存の業務施設及び交通広場が高層棟に置き換わることにより計画地

内で 23.6％、合計で 20.1％増加すると予測する。 

地点 C（計画地東側境界付近）における現況の形態率は 53.2％であり、工事完了時の

形態率は 56.0％となり、このうち計画建物による形態率は 5.5％と予測する。工事完了

時の形態率は、既存の商業施設が計画建物に置き換わることにより計画地内で 3.0％、

合計で 2.8％増加すると予測する。 

地点 D（計画地南西側境界付近）における現況の形態率は 62.8％であり、工事完了時

の形態率は 83.0％となり、このうち計画建物による形態率は 32.3％と予測する。工事完

了時の形態率は、既存の商業施設が高層棟に置き換わることにより計画地内で 22.9％、

合計で 20.2％増加すると予測する。 

いずれも工事完了時の形態率は増加し、圧迫感を感じやすくなると予測する。 

 

表 5.6.1－2 計画地及びその周辺地域の形態率の変化 

調査地点 

形態率（％） 

現 況 工事完了時 変化量 

計画 

地内 

計画 

地外 
合計 

計画 

地内 

計画 

地外 
合計 

計画 

地内 
計画 

地外 
合計 

地点 A 
（計画地北西側 

境界付近） 

19.7 21.8 41.5 28.5 21.9 50.4 +8.8 +0.1 +8.9 

地点 B 
（計画地北東側 

境界付近） 

13.1 33.9 47.0 36.7 30.4 67.1 +23.6 -3.5 +20.1 

地点 C 
（計画地東側 
境界付近） 

2.5 50.7 53.2 5.5 50.5 56.0 +3.0 -0.2 +2.8 

地点 D 
（計画地南西側 

境界付近） 

9.4 53.4 62.8 32.3 50.7 83.0 +22.9 -2.7 +20.2 
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○現 況 

 現況の形態率は 41.5％で

あり、そのうち計画地内の形

態率は 19.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 工事完了時の形態率は

50.4％であり、そのうち計画

地内の形態率は 28.5％であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5.6.1－11 地点 A：計画地北西側の天空写真 

 

（北街区） 
（駅前街区） 

計画建物 
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○現 況 

 現況の形態率は 47.0％であり、 

そのうち計画地内の形態率は 

13.1％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 工事完了時の形態率は 67.1％ 

であり、そのうち計画地内の形態率 

は 36.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.6.1－12 地点 B：計画地北東側の天空写真

 

（北街区） 

計画建物 

（駅前街区） 
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○現 況 

 現況の形態率は 53.2％であり、 

そのうち計画地内の形態率は 2.5％ 

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 工事完了時の形態率は 56.0％であり、 

そのうち計画地内の形態率は 5.5％で 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5.6.1－13 地点 C：計画地東の天空写真 

（
駅
前
街
区
） 

計
画
建
物 



 277

○現 況 

 現況の形態率は 62.8％で

あり、そのうち計画地内の形

態率は 9.4％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 工事完了時の形態率は

83.0％であり、そのうち計

画地内の形態率は 32.3％

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5.6.1－14 地点 D：計画地南西側の天空写真 

計画建物 

（駅前街区） 
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（３）評 価 
ア 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化 

計画地及びその周辺地域は、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸施設、

鷺沼橋、道路等が主要な景観構成要素となっている。また、地域景観の特性としては、

計画地は北西側に東急田園都市線の線路や鷺沼駅が接しており、北側に業務施設、東側

に商業施設が存在し、計画地周辺地域は、低層、中高層集合住宅や商業施設等が混在し

た市街地景観が形成されている。 

こうした地域景観の特性のもと、駅前街区 37 階、北街区 20 階建ての計画建物が新た

に出現するが、計画地周辺に分布している中高層集合住宅等と同様な景観構成要素が加

わり、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸施設、鷺沼橋、道路等といった

主要な景観構成要素の改変はなく、地域景観と一体となった市街地景観が形成されるこ

とから、地域景観の特性の変化の程度は小さいと予測する。 

本事業の実施にあたっては、計画地外周部などについて、可能な限り緑化地を確保し、

接道部緑化、生け垣緑化、大景木植栽等により、緑のある街並み景観の形成を図る。ま

た、計画建物の壁面の色は川崎市都市景観条例、川崎市景観計画等に示される色彩を採

用して周辺と調和した景観の形成を図るなど、環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、周辺環境と調和が保たれるものと評価する。 

 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

本事業の実施により、近景域からの眺望については、緑化地を設けることにより、周

辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成されると予測する。 

中景域からの眺望については、計画建物が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅

前地区を象徴するランドマークとなり、周辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が

形成されると予測する。 

本事業の実施にあたっては、計画建物の壁面の色は川崎市都市景観条例、川崎市景観

計画に示される色彩等を採用して周辺と調和した景観の形成を図るなど、環境保全のた

めの措置を講ずる。 

以上のことから、周辺環境と調和が保たれるものと評価する。 

 

ウ 圧迫感の変化の程度 

圧迫感の変化の程度については、工事完了時の形態率は本事業の計画建物が出現する

ことにより、地点 A では変化量 8.9％、地点 B では変化量 20.1％、地点 C では変化量

2.8％、地点 D では変化量 20.2％と全ての地点で増加と予測した。いずれも工事完了時

の形態率は増加し、圧迫感を感じやすくなると予測する。 

本事業の実施にあたっては、可能な限り緑化地を確保し、圧迫感の低減を図るなど、

環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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７ 構造物の影響 

７．１ 日照阻害 

 

（１）現況調査 

  ア 日照阻害の状況 

計画地周辺地域の、日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等のうち、住宅

の分布状況については第 3 章 1 (6)イ「土地利用現況」（187 ページ）、公共施設等（学校・

病院・幼稚園・保育園・福祉施設等）の分布状況については第 3 章 1 (8)「公共施設等の状

況」（195 ページ）に、指定文化財の分布状況については第 3 章 1 (9)「史跡・文化財の状

況」（200 ページ）に示すとおりである。 

 

（２）予 測 

  ア 予測時期 

  計画建物の建設が完了した時期の冬至日とした。 

 

イ 予測結果 

冬至日の計画建物の時刻別日影図は図 5.7.1－1 に、等時間日影図は図 5.7.1－2 に示す

とおりである。 

また、日影の影響を受ける既存建物は、表 5.7.1－1 に示すとおりである。 

冬至日の計画建物の日影による影響を受ける既存建物は、353 棟あり、その内訳は、1

時間未満 293 棟、1 時間以上～2 時間未満 40 棟、2 時間以上～3 時間未満 13 棟、3 時間以

上～4 時間未満 3 棟、5 時間以上～6 時間未満 3 棟、6 時間以上～7 時間未満 1 棟、7 時間

以上～8 時間未満 0 棟と予測する。 
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表 5.7.1－1 日影の影響を受ける既存建物 
日影時間 建物棟数 特に配慮すべき施設 

1 時間未満 293 棟 
まなびの森保育園鷺沼 

1 棟 

1 時間以上～2 時間未満 40 棟 

フロンタウンさぎぬま 
さぎ沼なごみ保育園 

ピュアリー鷺沼保育園 
計 3 棟 

2 時間以上～3 時間未満 13 棟 
地域子育て支援センターペジーブル 

1 棟 

3 時間以上～4 時間未満 3 棟 
鷺沼行政サービスコーナー 

計 1 棟 
4 時間以上～5 時間未満 0 棟 0 棟 
5 時間以上～6 時間未満 3 棟 0 棟 

6 時間以上～7 時間未満 
1 棟 

（東急鷺沼駅 駅ビル） 
0 棟 

7 時間以上～8 時間未満 0 棟 0 棟 
合 計 353 棟 6 棟 

注：建物棟数は、図 5.7.1－2 の等時間日影図より棟数を計上した。 
注：倉庫や車庫等の付属施設は計上していない。 

 

（３）評 価 

冬至日の計画建物の日影による影響を受ける既存建物は 353 棟あり、その内訳は、1 時

間未満 293 棟、1 時間以上～2 時間未満 40 棟、2 時間以上～3 時間未満 13 棟、3 時間以上

～4 時間未満 3 棟、4 時間以上～5 時間未満 0 棟、5 時間以上～6 時間未満 3 棟、6 時間以

上～7 時間未満 1 棟、7 時間以上～8 時間未満 0 棟、と予測する。 

冬至日の計画建物の日影による影響を受ける川崎市の日影規制日照阻害を特に配慮すべ

き施設等の日影の程度は、まなびの森保育園鷺沼に 1 時間未満、フロンタウンさぎぬま、

さぎ沼なごみ保育園、ピュアリー鷺沼保育園に 1 時間以上～2 時間未満、地域子育て支援

センターペジーブルに 2 時間以上～3 時間未満、鷺沼行政サービスコーナーに 3 時間以上

～4 時間未満の影響があると予測する。 

なお、関係法令に基づく日影規制の測定水平面における日影（冬至日の平均地盤面+4m）

は、北街区については、建築基準法第 56 条の 2 第 1 項ただし書きの規定に基づく許可を

取得することを想定している。駅前街区については、「川崎市建築基準条例」に基づく日影

規制の内容を満足すると予測する。 

本事業の実施にあたっては、日影の影響に配慮して、駅前街区の計画建物は、日影の影

響に配慮して高層棟の東西幅をできるだけ抑えた形状とするなど環境保全のための措置を

講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の住環境に著しい影響を与えることはないものと評価

する。 
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図 5.6.2－1 等時間日影図 

（平均地盤面±0m、冬至日、真太陽時にて作図） 

＊図中に特に配慮すべき施設記入 
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７．２ テレビ受信障害 

 

（１）現況調査 

  ア テレビ受信画質の状況 

テレビ受信画質の状況（地上デジタル放送）は、「○」の評価地点が全体の約 97.3％

を占めており、「△」の評価地点は 2.7%であった。「×」評価の地点はみられなかった。 

テレビ電波強度の状況（地上デジタル放送）は、72.6%が 50dB（μＶ）以上の電圧を

示していた。品質評価は、「A」の評価地点が最も多く、全体の 73.1％を占めていた。次

いで「B」、「C」、「D」評価の順であった。 

また、地上デジタル放送各送信局からの遮へい障害及び反射障害が考えられる地域周

辺においては、共同受信施設やケーブルテレビ加入者が広く分布している。 

 

  イ テレビ電波の送信状況 

地上デジタル放送の送信状況は表 5.7.2－1(1)に、衛星放送の送信状況は表 5.7.2－1(2)

に示すとおりである。 

 

表 5.7.2－1(1) 地上デジタル放送の送信状況 

送信局 Ch 局 名 送信場所 
周波数 
(MHz) 

送信出力 
(kw) 

東京スカイ 
ツリー局 

県域局 

UHF 

16 MX テレビ 

墨田区 
押上 

488～494 3 

広域局 

21 フジテレビ 518～524 

10 

22 TBS テレビ 524～530 
23 テレビ東京 530～536 
24 テレビ朝日 536～542 
25 日本テレビ 542～548 
26 NHK 教育テレビ 548～554 
27 NHK 総合テレビ 554～560 

横浜局 県域局 18 テレビ神奈川 
三ッ池 
公園 

500～506 1 

 

表 5.7.2－1(2) 衛星放送の送信状況 

区分 Ch 周波数（GHz） 衛星名称 
軌道 
位置 

BS 
放送 
・ 

CS110 
放送 

BS BS1～23 11.72748～12.14944 

BSAT-3a 
BSAT-3b 
BSAT-3c 
BSAT-4a 

東経 
110° 

CS ND2～ND24 12.291～12.731 JCSAT-110A 
JCSAT-110R 

JCSA－

3A 
CS 

JD1～JD16 12.508～12.733 JCSAT-4B 
東経 
124° 

JCSA－

4B 
JD1～JD25 12.268～12.733 JCSAT-3A 

東経 
128° 
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（２）予 測 

  ア 予測時期 

    計画建物の建設が完了した時期とした。 

 

  イ 予測結果 

（ア）地上デジタル放送  

計画建物による地上デジタル放送のテレビ受信障害予測範囲は、表 5.7.2－2 及び図

5.7.2－1 に示すとおりである。 

東京スカイツリー局の遮へい障害は、計画地の南西方向に、広域局が最大距離約 210m、

最大幅約 70m の範囲、県域局が最大距離約 710m、最大幅約 140m の範囲と予測する。

横浜局の県域局の遮へい障害は、計画地の北西方向に最大距離約 310m、最大幅約 90m

の範囲と予測する。計画建物による反射障害は、予測計算の結果から生じないと予測す

る。 

また、遮へい障害予測範囲内の建物棟数は、東京スカイツリー局の広域局が 45 棟、

県域局が 170 棟、横浜局が 23 棟である。遮へい障害予測範囲内の建物棟数のうち、共

同受信施設の設置建物及びケーブルテレビ加入者建物には遮へい障害は発生しない。よ

って、遮へい障害の影響を受ける可能性があるアンテナ受信建物は、東京スカイツリー

局の広域局が 6 棟、県域局が 14 棟、横浜局の県域局が 2 棟と予測する。 

 

表 5.7.2－2 地上デジタル放送のテレビ受信障害予測範囲（遮へい障害） 

対象局 方 向 最大距離 最大幅 
受信障害予測範囲に位置する建物棟数 

共同受信

施設 
CATV 
加入 

アンテナ 
受信 

合計 

東京スカイ 
ツリー局 

広域局 南西 約 210m 約 70m 0 39 6 45 

県域局 南西 約 710m 約 140m 0 156 14 170 

横浜局 県域局 北西 約 310m 約 90m 1 20 2 23 

注 1：受信障害予測範囲に位置する建物棟数は図上計上による。倉庫や車庫等の付属施設は計上していない。 
注 2：受信障害予測範囲内に共同受信施設の受信点は含まれなかった。 



 

 285

7.2 

図 5.5.3－1 地上デジタル放送の受信障害予測範囲 

 

図 5.7.2-1 
地上デジタル放送の受信障害予測範囲 
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（イ）衛星放送 

計画建物による衛星放送のテレビ受信障害予測範囲は、表 5.7.2－3 及び図 5.7.2－2

に示すとおりである。 

衛星放送の遮へい障害は、計画地から北東方向に、BS・CS 放送（CS110）が最大

距離約 95m、最大幅約 75m の範囲、スカイパーフェク TV（JCSAT-3A）が最大距離

約 60m、最大幅約 90m の範囲、スカイパーフェク TV（JCSAT-4B）が最大距離約 70m、

最大幅約 75m の範囲と予測する。 

また、遮へい障害の影響を受ける可能性がある建物棟数は BS・CS 放送（CS110）

が 5 棟、スカイパーフェク TV（JCSAT-3A）が 4 棟、スカイパーフェク TV（JCSAT-4B）

が 5 棟と予測する。 

表 5.7.2－3 衛星放送のテレビ受信障害予測範囲（遮へい障害） 

対象局 方 向 最大距離 最大幅 
影響を受ける可能性

がある建物棟数 

BS・CS 放送（CS110） 北東 約 95m 約 75m 5  

スカイパーフェク TV 
（JCSAT-3A） 

北東 約 60m 約 90m 4 

スカイパーフェク TV 
（JCSAT-4B） 

北東 約 70m 約 75m 5 

注：受信障害予測範囲に位置する建物棟数は図上計上による。倉庫や車庫等の付属施設は計上していない。 
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図 5.6.3－2 衛星放送の受信障害予測範囲 

図 5.7.2-2 

衛星放送の受信障害予測範囲  
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（３）評 価 

地上デジタル放送の遮へい障害は、東京スカイツリー局の遮へい障害は、計画地の南西

方向に、広域局が最大距離約 210m、最大幅約 70m の範囲、県域局が最大距離約 710m、

最大幅約 140m の範囲と予測する。横浜局の県域局の遮へい障害は、計画地の北西方向に

最大距離約 310m、最大幅約 90m の範囲と予測する。計画建物による反射障害は、予測計

算の結果から生じないと予測する。また、遮へい障害予測範囲内の建物棟数は、東京スカ

イツリー局の広域局が 45 棟、県域局が 170 棟、横浜局が 23 棟である。遮へい障害予測範

囲内の建物棟数のうち、共同受信施設の設置建物及びケーブルテレビ加入者建物には遮へ

い障害は発生しない。よって、遮へい障害の影響を受ける可能性があるアンテナ受信建物

は、東京スカイツリー局の広域局が 6 棟、県域局が 14 棟、横浜局の県域局が 2 棟と予測

する。 

衛星放送の遮へい障害は、計画地から北東方向に、BS・CS 放送（CS110）が最大距離

約 95m、最大幅約 75m の範囲、スカイパーフェク TV（JCSAT-3A）が最大距離約 60m、

最大幅約 90m の範囲、スカイパーフェク TV（JCSAT-4B）が最大距離約 70m、最大幅約

75m の範囲と予測する。 

また、遮へい障害の影響を受ける可能性がある建物棟数は BS・CS 放送（CS110）が 5

棟、スカイパーフェク TV（JCSAT-3A）が 4 棟、スカイパーフェク TV（JCSAT-4B）が

5 棟と予測する。 

本事業の実施にあたっては、計画建物による遮へい障害に対しては、地上躯体工事の進

捗にあわせて、ケーブルテレビへの接続などの適切な障害対策を講ずるなどの環境保全の

ための措置を講ずる。 

以上のことから、良好な受像画質が維持され、かつ、現状を悪化させることはないもの

と評価する。 
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７．３ 風 害 

 

（１）現況調査 

ア 既存資料調査 

宮前測定局における、平成 24 年から令和 4 年の 10 年間の風向出現頻度は、年間を通

じて北、北北西、南の風向が卓越している。 

 

イ 現地調査 

地域の風の状況の現地調査結果は、表 5.7.3－1 に示すとおりである。 

表 5.7.3－1 風向・風速の測定結果 

調査地点名 時期 
期間 

平均風速 
1 時間値 日平均値 最多風向 

(出現率) 
静穏率 

（Calm） 最高値 最低値 最高 最低 
m/s m/s m/s m/s m/s   （%） % 

計画地内 

冬季 2.4 7.2 0.3 2.6 1.9 北（28.6） 1.2 
春季 3.0 10.6 0.5 4.1 2.1 南東（25.6） 0.0 
夏季 2.2 4.9 0.3 3.1 1.8 南東（52.4） 0.6 
秋季 2.6 5.7 0.3 3.4 1.6 北（56.0） 1.8 

注：静穏率（Calm）は、風速 0.4m/s 以下をいう。 

ウ 現地調査結果と測定局との類似性 

宮前測定局と現地調査の風速・風向のデータ間のベクトル相関係数は、春季が 0.80、

夏季が 0.75、秋季が 0.91、冬季が 0.95 という高い類似性を示す結果が得られ、宮前測

定局の観測データは、計画地周辺地域の風向・風速を代表していると言えるものと考え

る。 

 

（２）予 測 

村上式風環境評価尺度を用いて区分した結果は、表 5.7.3－2 及び図 5.7.3－1 (1)～(13)

に示すとおりである。 

ア 建設前 

建設前の風環境評価は、計画地周辺の No.30、62 の 2 地点はランク 2 であり、それ以

外の地点ではランク 1 であった。 

イ 建設後 

建設後の風環境評価は、計画地周辺の No.15、30、31、42、62 の 5 地点はランク 2

（No.30、62 は建設前もランク 2）であり、それ以外の点ではランク 1 であった。計画

地内は、No.65、74 の 2 地点はランク 3（ランク 1→3）であり、No.48、50、51、57、

59、60、66、68、75 の 9 地点はランク 2（ランク 1→2）であった。また、建築敷地内

は駅前街区 1 階の No.90、及び北街区 4 階の No.95 の 2 地点がランク 2（ランク 1→2）

であり、それ以外はランク 1 であった。 
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ウ 対策後 

対策後では、図 5.7.3－2 に示す防風対策を行った。 

対策後の風環境評価は、計画地周辺では対策により、No.15 はランク 2 からランク 1

へ改善された。また、No. 30、31、42、62 の 4 地点はランク 2（No.30、62 は建設前も

ランク 2）のままであり、それ以外の地点はランク 1 であった。計画地内は対策により、

ランク 3 の 2 地点全てがランク 2 へ改善された。ランク 2 の 9 地点のうち、No.66 がラ

ンク 1 へ改善され、それ以外の地点はランク 2 のままであった。それ以外の地点はラン

ク 1 であった。また、建築敷地内は駅前街区 1 階の No.90 はランク 2 のままであり、北

街区 4 階の No.95 はランク 2 からランク 1 へ改善された。それ以外の地点はランク 1

であった。 

 

表 5.7.3－2 村上式風環境評価尺度予測結果 
単位：地点数 

区分 建設前 建設後 対策後 

ランク 1 79 77 80 

ランク 2 2 16 15 

ランク 3 － 2 － 

合 計 81 95 95 

（３）評 価 

計画地周辺の主な風向である北の風における風向及び風速の状況は、本事業の建設後及

び対策後には、市道久末鷺沼線、市道鷺沼 36 号線に沿って風が流れ、風向及び風速が変

化しているが、その他の地域では概ね変化はないと予測する。 

建設前の風環境評価は、計画地周辺の No.30、62 の 2 地点はランク 2 であり、それ以外

の地点ではランク 1 であった。 

建設後の風環境評価は、計画地周辺の 5 地点はランク 2 であり、それ以外の点ではラン

ク 1 であった。計画地内は 2 地点がランク 3 であり、9 地点がランク 2（ランク 1→2）で

あった。また、建築敷地内は 2 地点がランク 2 であり、それ以外はランク 1 であった。 

対策後の風環境評価は、計画地周辺では対策により、1 地点はランク 2 からランク 1 へ

改善され、4 地点はランク 2 のままであり、それ以外の地点はランク 1 であった。計画地

内は対策により、ランク 3 の 2 地点全てがランク 2 へ改善された。ランク 2 の 11 地点の

うち、2 地点 がランク 1 へ改善され、それ以外の地点はランク 2 のままであった。それ以

外の地点はランク 1 であった。 

特に配慮すべき周辺の施設の風環境の影響については、No.b～l の周辺測定地点は建設

前、建設後、対策後の全てにおいてランク 1 であり、No.a の周辺測定地点である No.30

はランク 2 のままであるため、概ね変化はないと予測する。また、No.31 は建設前ランク

1 が建設後、対策後はランク 2 となるが、住宅街の風環境評価尺度であるランク 2 である

ため、影響は軽微であると予測する。 

本事業の実施にあたっては、防風対策の効果が継続的に維持されるよう、適切に防風植

栽の維持管理を行うなどの環境保全の措置を講ずる。 

以上のことから、総合的には計画地周辺地域の生活環境の保全に著しい支障はないもの

と評価する。 
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図 5.6.4－1 (1) 風環境評価（建設前） 

 

図 5.7.3－1(1) 
 風環境評価結果図・建設前 
 （計画地内及び計画地周辺） 
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図 5.6.4－1 (2) 風環境評価（建設後） 

 

図 5.7.3－1(2) 
 風環境評価結果図・建設後 
 （計画地内及び計画地周辺） 
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図 5.6.4－1 (3) 風環境評価（対策後） 

図 5.7.3－1(3) 
 風環境評価結果図・対策後 
 （計画地内及び計画地周辺） 
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図 5.7.3－1(4) 
 風環境評価結果図・建設後 
 （建築敷地内 1 階） 
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図 5.7.3－1(5) 
 風環境評価結果図・対策後 
 （建築敷地内 1 階） 
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図 5.7.3－1(6) 
 風環境評価結果図・建設後 
 （建築敷地内 2 階） 



 297

図 5.7.3－1(7) 
 風環境評価結果図・対策後 
 （建築敷地内 2 階） 
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図 5.7.3－1(8) 
 風環境評価結果図・建設後 
 （建築敷地内 3 階） 
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図 5.7.3－1(9) 
 風環境評価結果図・対策後 
 （建築敷地内 3 階） 
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図 5.7.3－1(10)  
 風環境評価結果図・建設後 
 （建築敷地内 4 階）  
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図 5.7.3－1(11) 
 風環境評価結果図・対策後 
 （建築敷地内 4 階） 
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図 5.7.3－1(11) 
 風環境評価結果図・対策後 
 （建築敷地内 4 階） 

図 5.7.3－1(12)  
 風環境評価結果図・建設後 
 （建築敷地内 5 階） 
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図 5.7.3－1(9) 
 風環境評価結果図・対策後 
 （建築敷地内 3 階） 

図 5.7.3－1(13)  
 風環境評価結果図・対策後 
 （建築敷地内 5 階） 
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図 5.6.4－2 防風対策の状況 

 
図 5.7.3－2 防風対策図 
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８ 地域社会 

８．１ コミュニティ施設 
 

（１）現況調査 

ア 義務教育施設 

計画地は、駅前街区が鷺沼小学校及び有馬中学校、北街区が土橋小学校及び宮前平中

学校の学校区に属している。 

イ 集会施設 

計画地は、駅前街区が鷺沼町会、北街区が小台町内会に属しており、令和 4 年 7 月現

在鷺沼町会が約 3,500 世帯、小台町内会が約 2,400 世帯加入している。鷺沼町会は、計

画地西側約 150m に位置する鷺沼町会鷺沼會舘、小台町内会は、計画地北東側約 900m

に位置する小台八幡会館を集会施設として利用している。 

ウ 公園等 

計画地周辺地域には、近隣公園として計画地西側に鷺沼公園があり、街区公園として

計画地周辺に小台公園、土橋原台公園、小台西公園、鷺沼第 1 公園及び土橋南公園等が

整備されている。 

これらの近隣公園及び街区公園の面積は合計 38,505 ㎡であり、運動の場や子どもの

遊び場等として利用されている。 
 
（２）予 測 

ア 義務教育施設 

小・中学校の学級数の将来予測は、表 5.8.1－1(1)・(2)及び表 5.8.1－2(1)・(2)に示す

とおりである。 

駅前街区の予測時期（令和 11 年度）には、鷺沼小学校においては、川崎市教育委員会

「将来推計数データ」による将来予測値児童数 987 人から 78 人増加し、児童数は 1,065

人、学級数は 34 学級となり、この学級数は、現有の普通教室数 30 教室に対して 4 教室

分の対応が必要であると予測する。 

なお、川崎市教育委員会「将来推計数データ」でも令和 11 年度の鷺沼小学校の学級数

は 32 教室となり、本事業を行わない場合でも 2 教室分の対応が必要であると予測して

いる。 

有馬中学校においては川崎市教育委員会「将来推計数データ」による将来予測値生徒

数 923 人から 39 人増加し、生徒数は 962 人、学級数は 25 学級となり、現有の普通教室

数は 27 教室であるので、対応が必要ないと予測する。 

北街区の予測時期（令和 14 年度）には、土橋小学校においては、川崎市教育委員会「将

来推計数データ」による将来予測値児童数 923 人から 30 人増加し、児童数は 953 人、

学級数は 29 学級となり、この学級数は、現有の普通教室数 29 教室であるので、対応が

必要ないと予測する。 

宮前平中学校においては、川崎市教育委員会「将来推計数データ」による将来予測値

生徒数 1,259 人から 15 人増加し、生徒数は 1,274 人、学級数は 34 学級となり、この学

級数は、現有の普通教室数 33 教室となり、この学級数は、現有の普通教室数 33 教室に

対して 1 教室分の対応が必要であると予測する。 
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表 5.8.1－1 (1) 小学校の将来予測（駅前街区：令和 11 年度） 

区 分 
将来推計数データ＊ 

発生児童数 
（人） 

令和 11 年度予測値 
児童数 
（人） 

学級数 
（学級） 

児童数 
（人） 

学級数 
（学級） 

鷺沼 
小学校 

 
普通教室数 

30 教室 

1 年生 179 6 13 192 6 
2 年生 163 5 13 176 6 
3 年生 141 5 13 154 5 
4 年生 153 5 13 166 5 
5 年生 170 5 13 183 6 
6 年生 181 6 13 194 6 
合 計 987 32 78 1065 34 

 
表 5.8.1－1 (2) 中学校の将来予測（駅前街区：令和 11 年度） 

区 分 
将来推計数データ＊ 

発生生徒数 
（人） 

令和 11 年度予測値 
生徒数 
（人） 

学級数 
（学級） 

生徒数 
（人） 

学級数 
（学級） 

有馬 
中学校 

 
普通教室数 

27 教室 

1 年生 281 8 13 294 8 

2 年生 344 9 13 357 9 

3 年生 298 8 13 311 8 

合 計 923 25 39 962 25 

 

表 5.8.1－2 (1) 小学校の将来予測（北街区：令和 14 年度） 

区 分 
将来推計数データ＊ 

発生児童数 
（人） 

令和 14 年度予測値 
児童数 
（人） 

学級数 
（学級） 

児童数 
（人） 

学級数 
（学級） 

土橋 
小学校 

 
普通教室数 

29 教室 

1 年生 155 5 5 160 5 
2 年生 159 5 5 164 5 
3 年生 157 5 5 162 5 
4 年生 158 5 5 163 5 
5 年生 159 5 5 164 5 
6 年生 135 4 5 140 4 
合 計 923 29 30 953 29 

 
表 5.8.1－2 (2) 中学校の将来予測（北街区：令和 14 年度） 

区 分 
将来推計数データ＊ 

発生生徒数 
（人） 

令和 14 年度予測値 
生徒数 
（人） 

学級数 
（学級） 

生徒数 
（人） 

学級数 
（学級） 

宮前平 
中学校 

 
普通教室数 

33 教室 

1 年生 421 11 5 426 11 

2 年生 396 10 5 401 11 

3 年生 442 12 5 447 12 

合 計 1,259 33 15 1,274 34 

イ 集会施設 

本事業においては、入居者が各種集会等に利用できる共用室を整備する計画（駅前街

区に約 150 ㎡、北街区に約 75 ㎡）であることから、本事業の実施に伴う人口の増加が

既存の集会施設に及ぼす影響は少ないと予測する。 
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ウ 公園等 

計画地周辺地域には、計画地境界線から 500m 以内に、川崎市の管理する近隣公園及

び街区公園 16 ヶ所（面積合計 38,505 ㎡）が供用されており、供用時に入居者はこれら

の公園を利用すると考えられる。また、本事業においては、駅前街区 3 階に誰でも利用

できるデッキ広場（位置は 21 ページ参照）を設置することから、本事業の実施に伴う

人口の増加が、既存の公園に及ぼす影響は少ないと予測する。 

（３）評 価 

ア 本事業の実施に伴う人口の増加が、集会施設及び公園等に及ぼす影響の程度 

駅前街区の予測時期（令和 11 年度）には、鷺沼小学校においては、川崎市教育委員

会「将来推計数データ」による将来予測値児童数 987 人から 78 人増加し、児童数は 1,065

人、学級数は 34 学級となり、この学級数は、現有の普通教室数 30 教室に対して 4 教室

分の対応が必要であると予測する。 

なお、川崎市教育委員会「将来推計数データ」でも令和 11 年度の鷺沼小学校の学級

数は 32 教室となり、本事業を行わない場合でも 2 教室分の対応が必要であると予測し

ている。 

有馬中学校においては川崎市教育委員会「将来推計数データ」による将来予測値生徒

数 923 人から 39 人増加し、生徒数は 962 人、学級数は 25 学級となり、現有の普通教

室数は 27 教室であるので、対応が必要ないと予測する。 

北街区の予測時期（令和 14 年度）には、土橋小学校においては、川崎市教育委員会

「将来推計数データ」による将来予測値児童数 923 人から 30 人増加し、児童数は 953

人、学級数は 29 学級となり、この学級数は、現有の普通教室数 29 教室であるので、対

応が必要ないと予測する。 

宮前平中学校においては、川崎市教育委員会「将来推計数データ」による将来予測値

生徒数 1,259 人から 15 人増加し、生徒数は 1,274 人、学級数は 34 学級となり、この学

級数は、現有の普通教室数 33 教室となり、この学級数は、現有の普通教室数 33 教室に

対して 1 教室分の対応が必要であると予測する。 

本事業の実施にあたっては、計画戸数、供用時期等の事業計画が確定次第、速やかに

川崎市に報告するとともに、入居世帯における、児童及び生徒数の増加に関連する状況

について、入居開始前までに川崎市に報告することにより、川崎市による事前の対応が

図られると考える。 

以上のことから、本事業の実施に伴って発生する児童・生徒数の増加が、計画地周辺

地域の生活環境の保全に支障を及ぼすことはないものと評価する。 

 

イ 本事業の実施に伴う人口の増加が、集会施設及び公園等に及ぼす影響の程度 

集会施設については、本事業においては、共用室を整備し（駅前街区に約 150 ㎡、北

街区に約 75 ㎡）、入居者による各種集会等に利用する計画であることから、本事業の実

施に伴う人口の増加が既存の集会施設に及ぼす影響は少ないと予測する。さらに、計画

建物内に設ける共用室について、入居者に対して各種集会等の積極的な利用を促す環境

保全のための措置を講ずる。 

公園については、計画地周辺地域には、計画地境界線から 500m 以内に、川崎市の管

理する近隣公園及び街区公園 16 ヶ所（面積合計 38,505 ㎡）が供用されており、供用時
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に入居者はこれらの公園を利用すると考えられる。また、本事業においては、駅前街区

3 階に誰でも利用できるデッキ広場を設置することから、本事業の実施に伴う人口の増

加が、既存の公園に及ぼす影響は少ないと予測する。 

以上のことから、本事業の実施に伴う人口の増加が、計画地周辺地域の生活環境の保

全に支障を及ぼすことはないものと評価する。 
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９．１ 地域交通（交通安全、交通混雑） 

 

（１）現況調査 

自動車交通量調査地点は、図 5.9.1－1 に示すとおりである。 

各交差点における 24時間流入交通量は、平日は 6,621～52,448台、休日は 6,862～51,369

台である。 

ピーク時間は、平日は 16～17 時及び 17～18 時となる地点が多く、流入交通量は 475

～3,128 台である。休日は 11～12 時となる地点が多く、流入交通量は 533～3,165 台であ

る。 

 

（２）予 測 

ア 工事用車両の走行により変化する交通混雑及び交通安全に及ぼす影響 

（ア）工事用車両の走行が交通安全に及ぼす影響 

工事用車両の走行ルートとなる市道梶ヶ谷菅生線、市道久末鷺沼線、市道小台 23

号線、市道鷺沼線、市道鷺沼 36 号線、市道宮前 3 号線及び一般国道 246 号の交通安

全施設の設置状況は、マウントアップとポール、横断防止柵、植栽及びガードレール

等が整備されていることから歩行者等の安全は確保できると予測する。 

また、市道鷺沼 33 号線工事用車両出入口（駅前街区建設工事 25～53 ヶ月目）には

適宜交通整理員を配置することにより、歩行者等の安全は確保できると予測する。 

工事用車両ルートには、土橋小学校、鷺沼小学校の指定通学路が並行または横断す

る箇所があるが、マウントアップされた歩道や横断歩道が整備されていることから児

童の安全は確保できると予測する。 

（イ）工事用車両の走行に伴う交通混雑に及ぼす影響（交差点需要率） 

各交差点における交差点需要率は、0.174～0.668 となり、すべての交差点で交通量

の処理が可能とされる目安である交差点需要率 0.9 を下回ると予測する。また、交差

点における信号現示 1 サイクルあたりの損失時間が長い No.3 及び No.6 交差点におい

ては、損失時間の影響を考慮した需要率の限界値（No.3：0.734、No.6：0.591）につ

いても下回ると予測する。 

（ウ）工事用車両の走行が交通混雑に及ぼす影響（混雑度） 

工事用車両が走行する各交差点の車線における混雑度は、0.090～0.754 となり、工

事用車両が走行するすべての車線で交通量の処理が可能とされる目安である 1.0 を下

回ると予測する。 
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イ 施設関連車両の走行により変化する交通混雑及び交通安全に及ぼす影響 

（ア）施設関連車両の走行が交通安全に及ぼす影響 

施設関連車両の走行ルートとなる市道尻手黒川線、市道梶ヶ谷菅生線、市道久末鷺

沼線、市道小台 23 号線、市道宮前 2 号線、市道宮前 3 号線、市道宮前 4 号線、市道

鷺沼 13 号線、市道鷺沼 22 号線、市道鷺沼 33 号線、市道鷺沼 36 号線、市道鷺沼 52

号線、市道鷺沼線及び一般国道 246 号の交通安全施設の設置状況は、計画地西側の市

道鷺沼 33 号線を除き、マウントアップとポール、横断防止柵、植栽及びガードレー

ル等が整備されている。市道鷺沼 33 号線は縁石のみとなっているが、歩道状空地を

整備する予定であることから、歩行者等の安全は確保できると予測する。 

施設関連車両の走行ルートには、土橋小学校、鷺沼小学校の指定通学路が並行また

は横断する箇所があるが、マウントアップされた歩道や横断歩道が整備されているこ

とから児童の安全は確保できると予測する。 

（ア）施設関連車両の走行が交通混雑に及ぼす影響（交差点需要率） 

各交差点における交差点需要率は、平日が 0.195～0.674、休日が 0.191～0.753 と

なり、すべての交差点で交通量の処理が可能とされる目安である交差点需要率 0.9 を

下回ると予測する。また、交差点における信号現示 1 サイクルあたりの損失時間が長

い交差点 No.3 及び No.6 においては、損失時間の影響を考慮した需要率の限界値（平

日及び休日ともに No.3：0.757、No.6：0.591）についても下回ると予測する。 

（イ）施設関連車両の走行が交通混雑に及ぼす影響（混雑度） 

施設関連車両が走行する各交差点の車線における混雑度は、平日が 0.077～0.886、

休日が 0.057～0.943 となり、施設関連車両が走行するすべての車線で交通量の処理

が可能とされる目安である 1.0 を下回ると予測する。 

 

ウ 歩行者の往来による交通安全（サービス水準）に及ぼす影響 

各予測地点における供用時の歩行者サービス水準の予測結果は、すべての地点で平日、

休日ともにサービス水準 A（自由歩行）と予測する。 
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図 5.6.2－1 自動車交通量調査地点 
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（３）評 価 

ア 工事用車両の走行により変化する交通混雑及び交通安全に及ぼす影響 

市道鷺沼 33 号線工事用車両出入口（駅前街区建設工事 25～53 ヶ月目）には適宜交通

整理員を配置することにより、歩行者等の安全は確保できると予測する。 

工事用車両による交差点需要率は、0.174～0.668 となり、交通量の処理が可能の目安

である需要率 0.9 を下回ると予測した。No.3 及び No.6 においては、損失時間の影響を

考慮した需要率の限界値（No.3：0.734、No.6：0.591）についても下回ると予測する。

また、工事用車両が走行する各交差点の車線における混雑度（交通容量比）は、0.090

～0.754 となり、工事用車両が走行するすべての車線で交通量の処理が可能とされる目

安である 1.0 を下回ると予測する。 

本事業の実施にあたっては、工事用車両が特定の日または時間帯に集中しないよう、

計画的な運行により影響の低減を図るなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

 

イ 施設関連車両の走行により変化する交通混雑及び交通安全に及ぼす影響 

供用時の歩行者の交通安全については、計画地西側の市道鷺沼 33 号線を除き、施設

関連車両の走行ルートにはマウントアップとポール、横断防止柵及びガードレール等が

整備されている。市道鷺沼 33 号線は縁石のみとなっているが、歩道状空地を整備する

予定であることから、歩行者の安全は確保できると予測する。 

施設関連車両の車両による交差点需要率は、平日が 0.195～0.674、休日が 0.191～

0.753 となり、交通量の処理が可能の目安である需要率 0.9 を下回ると予測する。交差

点 No.3 及び No.6 においては、損失時間の影響を考慮した需要率の限界値（平日及び休

日ともに No.3：0.757、No.6：0.591）についても下回ると予測する。また、施設関連

車両が走行する各交差点の車線における混雑度（交通容量比）は、平日が 0.077～0.886、

休日が 0.057～0.943 となり、施設関連車両が走行するすべての車線で交通量の処理が

可能とされる目安である 1.0 を下回ると予測する。 

本事業の実施にあたっては、道路上で施設関連車両（搬出入車両）が待機しないよう、

十分な荷さばきスペースを確保する。また、出庫灯及びカーブミラー等の整備により、

歩道等を利用する歩行者等に自動車の出入りの注意喚起を行うなどの環境保全のための

措置を講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

 

ウ 歩行者の往来による交通安全（サービス水準）に及ぼす影響 

  供用時の歩行者サービス水準については、すべての地点で平日、休日ともにサービス

水準 A（自由歩行）と予測する。 

本事業の実施にあたっては、計画地の外周には歩道状空地、地下 1 階には駅前街区と

北街区を結ぶ地下通路及び駅前街区 3 階と北街区 4 階をつなぐ街区間デッキを設け、安

全で快適な歩行者空間を整備するなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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